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カ ー ル ・シ ュ ミ ッ トの公 法 学 に お け る ヴ ェ ーバ ー の痕 跡

－合理性 をめ ぐって－

佐 野 誠

  (法 学)

Die Spuren Webers in der Publizistik Carl Schmitts 

— Über "Rationalität" —

Makoto  SANO 
Rechtswissenschaft

Abstract : Gibt es die Spuren Webers im Werk Carl Schmitts ? Unser Thema hier ist, 

die Antwort auf die Frage zu geben. Der Kern des Themas ist das Verhältnis zwischen 

der katholischen Rationalität und der protestantischen Rationalität, und es geht auch 

um Schmitts und Webers Auffassung vom okzidentalen Rationalismus.Schmitt 

behauptete die katholische Raionalität in "Römischer Katholizismus und politische 

Form", während Weber die protestantische Rationalität in "Die protestantische Ethik 

und der Geist des Kapitalismus" betonte. Was bedeutet hier „Rationalität" ? Was ist 

der Unterschied zwischen den beiden Rationalitäten? Hauptsächlich behandeln wir im 

Aufsatz die Analogie und den Unterschied zwischen Schmitts und Webers Rationalität.

Key words : Carl Schmitt, Max Weber, katholisches Recht, katholische Rationalität, 

protestantische Rationalität, okzidentaler Rationalismus, Staat und Kirche, Sekte.

1 問題の所在

 カ ー ル ・シ ュ ミ ッ ト(1888-1985)は,マ ック ス ・ヴ ェ ーバ ー(1864-1920)か ら何 を受 容

し,ま た何 を拒 絶 した の だ ろ うか 。 この 問 題 は,W・J・ モム ゼ ンやJ・ ハ ーバ ーマ ス らに よっ

て提 起 さ れ た,シ ュ ミ ッ トを介 して の ヴ ェー バ ーeナ チ ズ ム連 続 説 や ヴ ェー バ ー の 戦 争 責 任 説

を考 え る上 で の 重 要 な課 題 で あ る(1)。も っ と も,シ ュ ミッ トが 直 接 ヴ ェー バ ー の学 的 影 響 に つ

い て語 っ た り,記 した もの が 少 な く,両 者 の 思 想 史 的 関 係 につ い て の論 議 は,推 測 や 予 測 の レ

ベ ル を ほ とん ど出 な か っ た 。 しか し,つ い 先 頃,こ の 問 題 の手 掛 か りに な る第1級 の 資 料 が公

刊 され た。 そ れ は1947年 か ら51年 まで に 日記 形 式 で 書 か れ た シ ュ ミ ッ トの 学 問 的 「手 記 」 で あ

る。 こ の 『註 釈 集 ・1947年 一1951年 まで の 手 記 』(1991年)と 題 さ れ た シ ュ ミ ッ トの 「手 記 」

は,E・F・v・ メ デ ム に よ って 遺 稿 か ら編 集 され た もの で,シ ュ ミ ッ ト研 究 一 般 に とっ て も
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貴 重 な資 料 と な る もの で あ る ②。何 は さ てお き,ま ず は この 中 か ら,シ ュ ミ ッ トが ヴェ ー バ ー

に つ い て記 し た重 要 と思 わ れ る箇 所 を抜 き出 して み よ う。 但 し,「 手 記」 の性 格 上,文 章 に な っ

て い な い部 分 もあ る が そ の ま ま引 用 す る。([]は 佐 野 の挿 入,下 線 は シ ュ ミ ッ ト)

 1947年11月25日:「 合 法 性 は,典 型 的 な官 僚 に とっ て,自 己 の 『価 値 』 内 容 や価 値 判 断 を禁

欲 す る ほ どに まで 抑 制 す る基 盤 で あ る。 こ れ はマ ック ス ・ヴ ェー バ ー に よ っ て要 求 され た学 者

の 禁 欲 主 義 的 な抑 制 に類 似 す る(と い う よ り,時 に は一 致 す る と い っ た方 が よい か も しれ ぬ)。

内 面 性 を留 保 した実 証 主義 的 禁 欲;価 値 判 断 … …;い ず れ に せ よ,ゾ レ ン とザ イ ンの最 も厳 密

な 分 離;当 然 の こ とな が ら」(Glossarium, S.51-52)。

 な お,こ の 「当 然 の こ と なが ら」 の欄 外 に,シ ュ ミ ッ トは,ヴ ェ ー バ ー の 「職 業 と して の 政

治 」28頁 の次 の 箇 所,「 官 吏 が 自己 に と っ て正 し くな い よ う に思 わ れ る命 令 に も服 従 す る とい

う こ とは, 『最 高 の意 味 で 道 徳 的 な規 律 』 」 とい う文 章 を書 き留 め て い る(3>。

 1947年11月27日:「 マ ッ ク ス ・ヴ ェー バ ー の予 測 1)ア メ リ カ ー ロ シ ア,1918年11月 の 手

紙;「 政 治 論 集』,1921年,493頁 。2)我 々 の前 に は 身 の 凍 る よ うな 陰欝 と苦 難 に満 ち た極 北

の夜 が あ る。 この 夜 が ゆ っ く りと明 け て い く と き,現 在 わ が 世 の 春 を謳 歌 して い る 人 た ち の 中

で い っ た い誰 が な お生 き延 び よ うか? 3)『 や が て 一 疲 弊 の 時 代 が過 ぎ去 っ て 一 そ こ で

信 用 を失 う こ と に な る の は平 和 で あ っ て,戦 争 で は な い。 しか もそ れ は絶 対倫 理 の帰 結 な のだ』

(『職 業 と して の 政 治 」57頁)。4)『 福 音 の倫 理 に従 っ て行 動 しよ う とす る人 た ち は,革 命 に つ

い て 決 して語 りは しな い。 なぜ な ら ば,福 音 の倫 理 は,ま さか 内 戦 が 唯 一 の正 当 な戦 争 で あ る

な ど と は教 え ない か らだ』(『 職 業 と して の 政 治』57頁)」(Glossarium, S.54)。

 1948年3月12日:「 昨 晩,マ ッ ク ス ・ヴ ェ ーバ ー の宗 教 社 会 学 の資 料 の 山や 占有 一 チ ャ ンス,

職 人,主 知 主 義 等 とい っ た 若 干 の 不 当 で 粗 雑 な概 念 を投 げ つ け ら れ た と き,私 は腹 立 た し さ を

覚 え た 。 絶 え 間 の な い危 機 の 中で,こ の よ う な合 理 的衣 装 で 身 を包 も う とす る加 工 され た非 合

理 性 は,な ん と悲 痛 で,不 快 な こ と だ ろ うか 。 誠 実 な学 者 的 禁 欲 とい う価 値 は,倫 理 的 には プ

ラ ス に な ろ うが,決 して学 問 上 の 業 績 に は な らな い」 (Glossarium,S.113)。

 1948年3月16日:「 マ ッ ク ス ・ヴ ェ ーバ ー の診 断 と予 測, 『い か な る状 況 の も とに あ って も,

技 術 的,経 済 的 な発 展 の帰 結 として, [……]そ の時 々 の現 行 法 を,合 理 的 な,従 って い つ で

も目 的 合 理 的 に 変 更 で き,内 容 的 な神 聖 さ を一 切 持 た な い技 術 的 装 置 と見 る評 価 が増 大 して い

くこ と(法 曹 身分 の評 価 の増 大)は … … 法 の 不 可 避 的 な運 命 で あ る。 も っ と も この運 命 は,既

存 法 へ の 順 応 性 が … … ます ます 強 固 に な る こ とに よ っ て,隠 蔽 さ れ て い る。 しか し,現 実 的 に

は こ の 運 命 か ら逃 れ る こ とは まず で き な いの で あ る!』 [WG,S.513.「 法社 会 学」](私[シ ュ
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ミ ッ ト]以 外 に誰 が1933年 以 前 に こ の こ とを語 り,何 らか の こ とを し よ う と した のだ ろ うか?」

(Glossarium, S.116)o

 1948年9月18日:「 ゾー ム は カ リス マ 的指 導 者 に 関す る理 論 の 父 で あ る;マ ッ ク ス ・ヴ ェ ー

バ ー が 問 題 とな る の で は ない;ル ー ドル フ ・ゾ ー ムが 問 題 に な る の で あ る 」(Glossarium,S.

199)a

 1948年10月5日:「 ベ ル ナ ノ ス[フ ラ ンス の小 説 家(1888-1948)]の 論 議 の 核 心 に あ る も

の は,わ が ドイ ツ に お い て は既 に今 世 紀 の始 め か ら,マ ックス ・ヴェ ーバ ー や ヴ ァル ター ・ラー

テ ナ ウ に よ っ て知 られ て い た技 術 の時 代 の批 判 で あ る」(Glossarium, S.201)。

 以 上 か ら明 らか に な る こ と は,シ ュ ミ ッ トが ヴ ェ ーバ ー を通 して 「政 治 の論 理 」 (1947年11

月27日)や 「合 理 性 」 (1947年11月25日,1948年3月12日,3月16日,10月5日)の 問 題 を学

び取 り,自 ら もこ れ らの 問 題 に取 り組 ん だ こ と(1948年3月16日)で あ る。 また,カ リス マ 的

指 導 者 の理 論 に つ い て は,ヴ ェー バ ー よ り もル ー ドフ ル ・ゾ ー ム(1841-1917)の カ リス マ理

論 に依 拠 した こ と(1948年9月18日)が 示 唆 さ れ て い る。 な お,冒 頭 で も触 れ た シ ュ ミ ッ トを

介 して の ヴ ェー バ ー=ナ チ ズ ム連 続 説 を暗 示 す る よう な記 述 は,ほ とん ど見 当 ら な い ④。 本 稿

で は,こ れ らの 点 を糸 口 に しなが ら,シ ュ ミ ッ トが ヴ ェ ーバ ー の 何 を受 容 し た の か に重 点 を置

き,シ ュ ミ ッ トの ヴ ェー バ ー 観 の一 端 を浮 き彫 りに して み よ う。 但 し,紙 幅 の 関 係 もあ り,以

下 の2つ の 作 業 に 限定 して考 察 す る。

 そ の1つ は,1910年 代 か ら ヒ トラ ー ・ナ チ ズ ム が政 権 を取 った1933年 まで に書 かれ た シュ ミッ

トの主 た る著作 ・論 文 を中心 に(5),ヴ ェ ーバ ー が どの よ う な形 で 引用 さ れ て い る の か に着 目 す

る こ と,今1つ は,こ の 引用 され た ヴ ェ ーバ ー の文 章 が,シ ュ ミ ッ トの 思 考 と ど の よ うな 関係

に あ る の か を,特 に シュ ミ ッ トの 「合 理 性 」 の 問題 に焦 点 を あ て て検 討 す る こ と,こ れ であ る。

1933年 まで の シ ュ ミ ッ トの著 作 ・論 文 に ヴ ェ ー バ ー が引 用 さ れ て い ない 場 合 で も,ヴ ェー バ ー

か ら示 唆 を得 た と考 え られ る シ ュ ミ ッ トの思 考 の検 討 も極 め て 重 要 で あ る が,本 稿 で は上 記 の

検 討 に重 点 を置 きた い 。 なお,シ ュ ミ ッ トの1933年 まで に書 か れ た 著 作 ・論 文 は,P・ トミ ッ

セ ンの作 成 した文 献 目録 か ら もわ か る よ うに,か な りの数 に上 る ⑥。 従 っ て 本 稿 で は,わ が 国

で も比 較 的 入 手 しや す い 主 た る文 献 に 限定 して考 察 した こ とを 断 っ てお く。 もっ と も,1933年

ま で の シ ュ ミッ トが ヴ ェー バ ー の何 を受 容 し,ど の よ う に ヴ ェ ー バ ー を理 解 して い た の か は,

こ こ で検 討 す る文 献 だ け で も ほ ぼ そ の輪 郭 が明 らか に な る と思 わ れ るの で あ る。
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II シュ ミッ トの著作 にお ける ヴェーバ ーの痕 跡

 シ ュ ミ ッ トの1910年 代 の初 期 の著 作 に ヴ ェ ーバ ーが 引 用 され たの は(7),『 法 律 と判 決 」(1912

年)の 中 で3箇 所(GU, S.54. Anm.1,S.80. Anm.1, .;。Anm.1)見 出 さ れ る程 度 で,そ

れ以 外 の 著 作 にお け る ヴ ェ ー バ ーへ の言 及 は ほ とん どな い よ うで あ る。 しか も この 『法 律 と判

決 』 に して も,主 題 で あ る 「裁 判官 の決 定 は いか な る場 合 に正 当 で あ る の か?」 と い っ た法 実

務 的 問 題 とは 直接 関係 の な い箇 所 で,ヴ ェ ーバ ー の文 献 が 指示 され た に す ぎな い 。

 1910年 代 の シ ュ ミ ッ トが,ヴ ェーバ ー に言 及 しえ な か っ た 理 由 と して次 の3点 が考 え られ る。

まず 第1は,シ ュ ミ ッ トが ヴェ ーバ ー と直 接 に接 触 した の が1919年 か ら20年 に か け て の ミュ ン

ヘ ン時代 で あ った 事 実,第2は,ヴ ェ ーバ ー の 「経 済 と社 会』 や 『宗 教 社 会 学 論 集 』 とい っ た

主 要 著 作 が,ヴ ェー バ ー の死 後 で あ る1920年 以 降 に公 刊 され た とい う事 実,第3は,こ の期 の

シュ ミッ トが 刑 法 関係 の研 究 に 重点 を置 い て い た とい う事 実 で あ る。 因 み に, 『法 律 と判 決 』

で指 示 され た ヴ ェー バ ー の文 献 は,1907年 の 「R・ シ ュ タ ム ラ ーの 唯 物 史観 の 『克 服 』」(GU,

S.54,S.80)お よび1906年 の 「文 化 科 学 の論 理 学 の領 域 に お け る批 判 的 研 究 」(GU, S.98)で,

共 に 『社 会 科 学 ・社 会 政 策 雑 誌 』 所 収 の学 問 方 法 論 に 関 す る も ので あ る 。 た だ シ ュ ミ ッ トは,

この書 で イ ェ リ ネ クの 「経 験 類 型」 や ヴ ェ ー バ ー の 「理 念 型 」(ldealtypus)と い う用 語 を使

用 して い る こ とか ら して(GU, S.79),ヴ ェー バ ー の 理 念 型 論 に つ い て はす で に 知 悉 して い た

よ うに思 わ れ る 。

 ま た シ ュ ミ ッ トの1910年 代 の著 作 に引 用 され,か つ ヴ ェー バ ーの 思 想 に 関 係 す る主 た る人物

を上 げ れ ば,『 法律 と判 決 』 の シ ュ タム ラ ー やH・ カ ン トロ ヴ ィチ,『 責 任 と責 任 の 種 類 』(1910

年)のG・ ラ ー トブ ル フ,「 国 家 の価 値 と個 人 の 意 義』(1914年)のR・ ゾ ー ム等 で あ り,シ ュ

ミ ッ トが研 究 ・論 議 の 対 象 に したT・ ドイ ブ ラー(『T・ ドイ ブ ラー の 「極 光 」』1916年)や ア

ダ ム ・ミ ュ ラ ー(『 政 治 的 ロマ ン主 義』1919年),あ る い は ア ル ス ・オ ブ哲 学 のH・ フ ァ イ ヒ ン

ガ ー(「 狂 気 の 独 白 とア ル ス ー オ プ哲 学 」1912年, 「法 学 的 擬 制 」1913年),さ らに は刑 法 学 者

のJ・ ビ ンダ ー な ど は全 く ヴェ ーバ ー の思 想 と交 叉 して い ない 。 ま た この 期 に シ ュ ミ ッ トが個

人 的 に交 流,接 触 した 文 学 者F・ ブ ラ イ,詩 人K・ ヴ ァ イ ス,出 版 業 者J・ ヘ ー グ ナ ー,文 学

者 に して 演 劇 家F・ バ ル,教 育 学 者G・ ケ ル シェ ンシ ュ タ イ ナ ー な ど も ヴ ェー一バ ー とは 無縁 で

あ る(8)。 こ う い っ た こ とか ら して も,1910年 代 の シュ ミッ トの 著 作 へ の ヴ ェ ーバ ー の 影 響 は ほ

とん どな か っ た と言 っ て も過 言 で は なか ろ う。

 従 っ て 問 題 とな るの は,1920年 代 か らの著 作 ・論 文 で あ る。 管 見 す る限 り,1933年 まで に書

か れ た シ ュ ミ ッ トの著 作 ・論 文 の 中 に,ヴ ェ ーバ ー な い し ヴ ェ ーバ ー の 文 章 が 引 用 され た箇 所

は,頁 数 に して約38頁 で あ る(s)。内 訳 は著 作 で は 『政 治 神 学』 (1922年 初版,1934年2版)7

頁, 「ロ ー マ カ トリ シズ ム と政 治形 態 』(1923年 初 版,1925年2版)2頁,「 現 代 議 会 主 義 の 精

神 史 的 状 況 』(1923年 初 版,1926年2版)3頁, 『憲 法 論 』(1928年)9頁, 『フ ー ゴ ・プ ロ イ
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ス』(1930年)4頁,「 憲 法 の番 人』(1931年)2頁,『 合 法性 と正 当 性 』(1932年)5頁,『 政 治

的 な も の の概 念 」(1932年 初 版,1933年2版)1頁 で あ り,論 文 で はマ ック ス ・ヴ ェー バ ー に献

呈 され た 「主 権 概 念 の社 会 学 と政 治 神 学J(1923年)1頁,「 国 家 概 念 との 関係 にお け る近 代 民

主 主 義 の概 念 」(1924年)1頁, 「議 会 主 義 と現 代 の大 衆 民 主 主 義 との 対 立 」(1926年)2頁,

「中立 化 と脱 政 治 化 の時 代 」(1929年)1頁 で あ る。 因 み に,著 名 な 「独 裁』(1921年 初 版,1928

年2版)や 「ラ イ ヒ大 統 領 の独 裁 」(1924年)に は全 くヴ ェー バ ー は引 用 さ れ て い な い 。 ま た

ヴ ェ ーバ ー の著 作 か らの 引 用 と して は,未 完 の トル ソー 『経 済 と社 会 』 と政 治 論 か らの引 用 が

多 く,政 治 論 の 中 で も 「新 秩 序 ドイ ツの議 会 と政 府 』, 「ドイ ッ にお け る選 挙 法 と民 主 主 義 」,

『職 業 と して の政 治 』 等 が 中 心 で あ る。 『宗 教社 会学 論 集 』 に対 す る直 接 の 引 用 は な い が,後

述 す る よ う に 『ロー マ カ トリ シズ ム と政 治形 態 』 の モチ ー フ 自体 が,「 プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム

の倫 理 と資 本主 義 の 精 神 」 を念頭 に置 い て書 か れ て い る。 特 に,シ ュ ミ ッ トが ヴ ェー バ ー を引

用 した 中 で,内 容 的 に重 要 と考 え られ る 点 をア トラ ンダ ム に上 げ れ ば 以 下 の如 くで あ る。

(1)シ ュ ミ ッ トは,ヴ ェ ー バ ー の 言 う西 洋合 理 主 義 を批 判 の対 象 とす るが,ヴ ェー バ ー の ペ

 シ ミス テ ィ ッ ク な西 洋 合 理 主 義観 に 共 感 を示 す(1①。

(2)シ ュ ミッ トは,ヴ ェ ー バ ー を,H・ プ ロイ ス やF・ ナ ウマ ン ら と並 ぶ 第2帝 政 期 の 典 型

 的 な ドイ ッ 自由 主 義 者 な い し民 主 主 義 者 と見 倣 す('1)。

(3)シ ュ ミ ッ トは,ヴ ェ ー バ ー の 君 主 制 論 を理論 的 に は評 価 す る(12)。

(4)シ ュ ミ ッ トは,ヴ ェ ー バ ー の 憲 法 改 正 論 に 関心 を寄 せ て い るが,そ れ は第2帝 政 期 の そ

 れ で あ り,第2帝 政 の 崩 壊 お よ び ドイ ツ革命(1918年11月)後 に構 想 され た 国 民 投 票 に よ

 る ラ イ ヒ大 統 領,す な わ ち ヴ ェー バ ーの 「人民 投 票 的指 導 者 民 主 制 」 につ い て は直 接 言 及

 して い ない(13)。

(5)シ ュ ミッ トが ドイ ッ の 教 養 市 民 層 の政 治 的 未 成熟 性 を指摘 す る視 点 は,ヴ ェ ー バ ー と共

 有 す る(14)。

(6)ヴ ェー バ ー は合 法 性 を正 当 性 の概 念 に包 括 させ る が,シ ュ ミ ッ トは合 法 性 と正 当性 を対

 極 的 に捉 え る ㈹。

 以上の6点 はさらに2つ の論点に分けることができよう。第1は,シ ュミットの西洋合理主

義観へのヴェーバーの影響 と両者の西洋合理主義観の相違,そ れはカトリック的合理性 とプロ

テスタント的合理性の相違に関わる。第2は,憲 法論や政治論における両者の思想的関係で,

しばしば考察の対象 とされてきたライヒ大統領制や君主制 の問題 に関わる㈹。以下では冒頭

でも述べたように第1の 点に論点を絞 り,検 討 してみよう⑰。
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皿 シュミッ トの西洋合理主義観へのヴェーバーの影響 と

        両者の西洋合理主義観の相違

(1)シ ュ ミ ッ トの 西洋 合 理 主 義 観 へ の ヴ ェー バ ーの 影 響

 まず,こ の 点 に つ い て シ ュ ミッ トが ヴ ェー バ ー を引 き合 い に出 した の は,1929年 のバ ル セ ロ

ナ で の 講 演 「中立 化 と脱 政 治 化 の時 代 」 の以 下 の 箇 所 で あ る 。

 「私 た ちの す ぐ前 の ドイ ツ の世 代 は,文 化 の没 落 とい う気 分 に捉 わ れ て い た が,こ れ は す で

に世 界 大 戦 以 前 に表 わ れ,決 して1918年 の第2帝 政 の崩 壊,そ して シ ュ ペ ン グ ラー の 『西 洋 の

没 落 』 を待 つ 必 要 の なか っ た もので あ る。 エ ル ン ス ト ・ トレルチ,マ ックス ・ヴェ ーバ ー,ヴ ァ

ル ター ・ラー テ ナ ウ ら に あ っ て は,こ の よう な気 分 の数 多 くの 表 現 が見 出 せ る。 こ こ で は,技

術 の圧 倒 的 な力 が,精 神 に対 す る無 精 神(Geistlosigkeit)の 支 配 と して,あ る い は,ひ ょ っ と

して精 神 はあ る と して も,魂 の な い(seelenlos)機 械 と して 出 現 した の で あ る」(BP,S.92)。

 こ の 文 面 は,ヴ ェー バ ー の 「プ ロ テ ス タ ン テ ィズ ム の倫 理 と資 本 主 義 の精 神 」 (改訂 版1920

年)の 周 知 の 末 尾 を想 起 す る こ とが で き よ う。 ヴ ェ ーバ ー は,こ の論 文 の 最 終 部 分 で,機 械 的

生 産 の技 術 的,経 済 的 条件 に結 びつ け られ た 近代 的 経 済 秩 序 を 「鉄 の椎 」(stahlhartes Geh舫-

se)に た と え な が ら,次 の よ うな告 知 をす る。 「こ う した文 化 発 展 の 『最 後 の 人 た ち」 に と っ

て は,次 の 言 葉 が 真 理 と な る か も しれ な い。 『精 神 の な い 専 門人(Fachmenschen ohne Geist),

心 情 の ない 享 楽 人(Genuﾟmenschen ohne Herz)。 この 無 の もの は,人 間性 の か つ て 達 し た こ

との な い段 階 ま で す で に昇 りつ め た,と 自惚 れ る だ ろ う』 と」(RSI, S.204)。

 こ の箇 所 は,従 来 か らヴ ェ ー バ ー の西 洋 合 理 主 義 観 に と って 論 議 に な っ た箇 所 で あ る 。 す な

わ ち,ヴ ェー バ ー は西 洋 の 歴 史 的発 展 を直 線 的,進 歩 的 な 合 理 化 の過 程 と して捉 え,西 洋 合 理

主 義 をポ ジテ ィブ に評 価 して い る の か,あ る い は西 洋 合 理 主 義 の行 く末 を案 じ,ネ ガ テ ィブ な

評 価 を下 して い る の か,と い っ た論 議 で あ る。 私 自身 は,こ う い っ た 問題 を2者 択 一 的 に捉 え

る こ とは で き な い と思 って い る。 なぜ な らば,ヴ ェ ーバ ー は プ ロ イ セ ン ・ドイ ツ の半 封 建 的 農

業 資 本 主 義 を批 判 す る 際 に は,西 洋 合 理 主 義 を武 器 と し,逆 に プ ロ イ セ ン ・ ドイ ツ の 国家 官 僚

制 機 構 を批 判 す る 際 に は,西 洋 合 理 主 義 の ネ ガ テ ィブ な側 面 を持 ち 出 して い る か らで あ る。 い

ず れ に せ よ,こ こ で 明 確 に言 え る こ とは,シ ュ ミ ッ トが ヴ ェ ーバ ー の 西 洋 合 理 主 義 に対 す る ネ

ガ テ ィブ な 側 面 を受 容 した こ とで あ る。 その 具 体 的 な 内実 につ い て は 後 に触 れ る と して,ま ず

は シ ュ ミ ッ トの 西 洋合 理 主 義 観 をご く簡 単 に なが め て お く こ とに し よ う。

 シ ュ ミ ッ トは, 「中 立 化 と脱 政 治 化 の時代 」 で,過 去4世 紀 の ヨー ロ ッパ 精 神 の諸 段 階 お よ

び 人 間存 在 の 中 心 領 域 の 変 遷 を,1世 紀 ご と に,神 学 的 段 階(16世 紀),形 而 上 学 的段 階(17世

紀),人 間 主 義 ・道 徳 主 義 の段 階(18世 紀),経 済 主 義 的 段 階(19世 紀)に 分 類 した。 そ して20

世 紀 を技 術 の 時 代,技 術 に対 す る信 仰 の 時代 と規 定 す る。 シ ュ ミ ッ トに よれ ば,歴 史 の転 換 に

とっ て 画 期 的 な の は,16世 紀 の神 学 の 時 代 か ら17世 紀 の 形 而 上 学 の 時 代 へ の移 行 で あ る 。
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この17世紀は形而上学のみならずヨーロッパの科学にとって最 も偉大な時代であ り,西 洋合理

主義の英雄時代である。 この時代の数学,天 文学,自 然科学上の驚嘆すべ き認識はすべて巨大

な形而上学的, 「自然的」体系に組み込まれ,思 想家たちはすべて壮大な形而上学者であって,

この時代の迷信 さえ,占 星術 という形において宇宙論的一合理主義的であったのである。 これ

に続 く18世紀は理神論的哲学の諸構成によって形而上学を脇に押 しやった壮大な通俗化の時代

であ り,そ れは人闘中心主義的な合理化の時代である。18世 紀特有のパ トスは 「徳」(Tugend)

であ り,そ の神秘的な表現がvertu,義 務である。この世紀の特徴的な表現 は,神 をいわば

「倫理の寄生虫」の如 く見倣 したカントの神観に見出され, 『純粋理性批判』 の純枠,理 性,

批判 といった言葉の1つ1つ が,論 争的に形而上学,本 体論,独 断に向けられていたのである。

ついで第4段 階の19世紀は,経 済 と技術が未分化な経済主義, 「産業主義」の時代であ り,経

済をすべての精神現象の基盤,「 下部構造」と見倣 したマルクス主義体系の歴史的,社 会的構

成がその代表として位置づけられる。全体的に見てマルクス主義は,経 済的に思考することを

欲 し,経 済の時代である19世紀の枠内に止まっているのである(BP, S.83)。

 シュミットは,こ ういった4段 階の時代区分を前提にしつつ,20世 紀 を,19世 紀か ら続いて

きた技術の驚嘆すべ き進歩,お よびそれに伴う社会的,経 済的状況の急速な変化によって,す

べての道徳的,政 治的,社 会的,経 済的な諸問題が,技 術の発展 という現実によって把捉 され

る時代 とする。たえず新たな驚嘆すべ き発明や成果の途方 もない暗示の もとに,技 術的進歩 と

いう宗教が起こり,こ の宗教にとっては,あ らゆる他の問題は,ま さに技術的進歩によって,

おのずと解決されてい くのである。産業化された諸国の大衆にとって,技 術信仰は明白かつ自

明のことであった。大衆の間では,奇 蹟信仰や彼岸信仰 といった宗教 に代 わり,人 間が自然 を

支配する技術的奇蹟の宗教が成立する。呪術的な宗教性 は呪術的な技術性へ と移行する。か く

して20世 紀は,そ の開始とともに,技 術の時代 としてだけではな く,宗 教的な技術信仰の時代

として立ち現われるのである。

 ここで注目すべ きは,シ ュミットがかかる技術信仰を, 「技術の中立性」に対する大衆の幻

想に帰着させ,そ の陥穽を見抜いていることである。シュミットは言う。 「技術の中立性は,

従来のあらゆる領域の中立性 とは異質なものである。技術は,常 に道具や武器にすぎないので

あって,ま さにそれがどんなものにでも奉仕するという点で,中 立的ではないのである。技術

的なものの中からは,た った1つ の人間的,精 神的な決定 も,ま していわんや中立性への決定

も,出 てこないのである」(BP,S.90)。 さらにシュミットは,産 業化された国民大衆が,技 術

への信仰を絶対的な脱政治化,す なわち普遍的,絶 対的な平和 と等置 している点 について次の

ような診断を下す。 「技術はあ くまでも,平 和あるいは戦争 を高揚 させることしかなしえない。

技術は戦争 と平和 とを,同 じように実現する準備をするのであって,平 和の名 目や平和の誓い

が,こ の事態をいささか も変えるものではない。今日我々は,集 団暗示 という精神技術的機構

の作用する名目や用語の曖昧 さを見抜 くのである」(BP, S.94)と 。

7



カ ー ル ・シュ ミ ッ トの 公 法学 に お け る ヴ ェー バ ー の痕 跡

 以 上 の よ う な シ ュ ミ ッ トの 「技 術 の 中立 性 」 に対 す る批 判 的 見 解 が,先 に見 た ヴ ェー バ ー の

ペ シ ミス テ ィ ック な西 洋 合 理 主 義 観 と平 行 す る こ とは容 易 に推 察 で き よ う。 シ ュ ミ ッ トが 自 ら

の著 作 で しば しば 引 用 す る 「新 秩 序 ドイ ッの議 会 と政 府 』 (1918年)で も,ヴ ェー バ ー は技 術

の持 つ ネ ガテ ィ ブ な側 面 を は っ き りと示 唆 して い る。 た と えば,官 僚 制 機 構 を批 判 した 次 の箇

所 は そ の典 型 的 な事 例 で あ る。 「生命 の な い機 械 は枯 渇 した精 神 で あ る。 … …生 きて い る機 械

も枯 渇 した 精神 で あ る。 生 き て いる機 械 とは,官 僚 制 的組 織 の こ とで あ り,そ れ は,訓 練 を受

け た専 門労 働 の 特 殊 化,権 限 の 区分,服 務 規 定,そ して 階層 的 に段 階づ け られ た服 従 関係 を特

徴 とす る 。 この 官 僚 制 的組 織 は死 ん だ機 械 と手 を結 び,将 来 の 隷 属 の橿 を作 り出 す働 き を して

い る。 も し純技 術 的 に す ぐれ た,す な わ ち合 理 的 な,官 僚 に よ る行 政 と事 務 処 理 とが,人 間 に

とっ て,業 務 の 指 揮 様 式 を決 定 す る際 の,究 極 か つ唯一 の価 値 で あ る とす る な らば,人 間 は ひ ょっ

と した らい つ の 日か,古 代 エ ジ プ ト国 家 の農 民 の よ うに,な す す べ もな く この隷 属状 態 に順 応

せ ざ る を得 な くな る か も しれ な い」(MWG,1/15, S.464)。 ま た 同 趣 旨 の発 言 は,「 古 代 農 業

事 情 」 (1909年)の 末 尾 に も記 され て い る。 す な わ ち 「古 代 にお け る よ うに,現 代 におい て も,

社 会 の官 僚 制 化 が,い つ か 将 来 にお い て ほ ぼ確 実 に資 本 主 義 を支 配 す る もの とな ろ う」(SWG,

S.278) と。

 こ こに見 られ る よ う に,ヴ ェ ーバ ー の場 合,技 術 性 は,形 式 合 理 的 な 官僚 機 構 や そ れ が 依 拠

す る実 定 的 な 近代 法 と密 接 に関係 づ け られ て い る。 『経 済 と社 会 』 の 「支 配 の社 会 学 」 や 「法

社 会 学 」 で 繰 り返 し述 べ られ た よ うに,官 僚 制 的 な行 政 の特 質 は,精 確 性,恒 常 性,規 律 性,

厳 格 性,信 頼性,計 算 可 能 性 を備 えて い る とい う点 で,純 技 術 的 に最 高 度 の 仕事 を果 た しう る

シ ス テ ム とい う こ とに あ っ た。 また 法 の合 理 性 に対 す る見 方 も,ヴ ェー バ ー は 「道 徳 的=実 践

的 側 面 を度 外視 して,認 知 的=道 具 的側 面 の み を考 慮 し さ えす れ ば よい程 度 に まで 法 の概 念 を

実 証 主 義 的 な もの へ と限定 した」(ハ ーバ ー マ ス)。 ヴ ェ ー バ ー に と って,体 系性,形 式 性,実

定 性,技 術 性 とい っ た要 素 が 近代 法 の特 質 に他 な らな か っ た の で あ る。

 さ らに,シ ュ ミ ッ トが指 摘 した技 術 の非 決 定 性 に つ い て も,シ ュ ミ ッ トが 「手 記」 の欄 外 に

記 して い た よ う に,ヴ ェー バ ー は 「政 治指 導 者 」 と 「官 僚 」 の 責 任 の種 類 の 相違 とい っ た観 点

か ら言 及 して い る。 つ ま り,上 司 の 命 令 と 自己 の見 解 が衝 突 す る と き,政 治 指 導 者 で あ れ ば,

命 令 を受 理 す るか,さ も な くば辞 表 す るか の気 概 が必 要 で あ るが,官 僚 の場 合 は,上 司 の命 令

に忠 実 で あ る こ とが 「そ の 義 務 で あ り,か つ名 誉 な こ と」(MWG,1/15,S.467)と 言 う の で

あ る。 こ こに は技 術 性 に依 拠 す る官僚 の非 決 定 性 が示 唆 され て い る 。 ま た 「技 術 信 仰 」 に つ い

て もシ ュ ミ ッ トと ヴ ェ ー バ ー は一 致 す る。 ヴェ ーバ ー は 「職 業 と して の 学 問Jに お い て,西 洋

の 合 理 化 過 程 を 「脱 呪 術 化 」(Entzaubθrung)と して捉 え,次 の よ う に言 う。 「我 々 は もは や,

こ う した神 秘 的 な,予 測 で き ない 力 の存 在 を信 じた未 開人 の よ う に,呪 術 的 手段 に訴 え て,精

霊 を意 の ま ま に し た り,請 い 願 う必 要 は な い 。技 術 的 手 段 と予 測 が そ の 代 わ りを務 め る の で あ

る。 そ して,な に よ り も まず この こ とが 主知 化 の意 味 に他 な らな い」(WL, S.594)。 こ の コ ン
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テ クス トは,シ ュ ミ ッ トの言 う 「呪術 的 な宗 教 性 か ら呪 術 的 な技 術 性 へ の 移 行 」 とい う見 解 に

完 全 に対 応 して い る と言 え よ う。

 以上 の よ う に シュ ミ ッ トは,西 洋合 理 主 義 の特 質 で あ る 「技 術 性Jの 一 端 を ヴ ェ ーバ ー か ら

学 び取 り,産 業 化 され た 国民 大 衆 の 「技 術 の 中立 性 」 に対 す る信 仰 に よ って,ヨ ー ロ ッパ 文 化

そ の もの が 脅 か され る に至 っ た こ とを慨 嘆 した。 もちろ ん,ヴ ェ ー バ ー の 思 考 を唯 一 の範 型 と

して 「技 術 性 」 の 問題 を学 び取 っ た わ け で は な く,シ ュ ミ ッ トが上記 の箇所 や 「手 記」 で ヴ ェー

バ ー と共 に列 挙 した ラー テ ナ ウの 「時 代 の批 判 』(1912年)や,シ ュ ミ ッ トが 「機 械 主 義 的 時

代 」 に対 す る対 抗 の 書 と見 倣 した ドイ ブ ラ ー の 「極 光』(1910年)な どか ら も多 大 な 影 響 を受

け て い る(18)。た だ こ こで は,従 来考 え られ て い た以 上 に,シ ュ ミ ッ トと ヴ ェ ーバ ー の西 洋 合 理

主 義観 に共 通 性 が あ る とい う事 実 を確 認、して お きたい 。 こ の 点 に 関 して は,さ らに,シ ュ ミッ

トの 「カ ト リ ッ ク的合 理 性 」 に対 す る ヴ ェ ーバ ー の影響 を検 証 す る こ と に よ っ て,よ り明確 に

な るで あ ろ う。 シ ュ ミ ッ トが ヴ ェー バ ー か ら受 容 した も の は,経 済 的,技 術 的 な合 理 主 義 的思

考 だ け で は な い。 シ ュ ミッ ト公法 学 の思想 的根 幹 を なす 「カ トリ ック的合 理性 」 の思考 も,ヴ ェー

バ ー に依 拠 して い る側 面 が多 分 に見 られ る の で あ る。 で は具 体 的 に ど う い っ た点 か。 これ を考

え る手 掛 りを与 え て くれ る著 作 が,1923年 に刊 行 さ れ た 「ロ ー マ カ トリ シズ ム と政 治 形 態 』 で

あ る。

(2)シ ュ ミ ッ トの カ トリ ッ ク的合 理性 に対 す る ヴ ェ ーバ ー の 影響

 シ ュ ミッ ト研 究 者 のK・ ク レー ガー やG・L・ ア ル メ ン,さ ら に はH・ ク ヴ ァ リッシ ュ らは,

そ の ニ ュ ア ンス に相 違 は あ れ,シ ュ ミ ッ トの 『ロ ーマ カ トリシズ ム と政治 形態』 を,ヴ ェー バ ー

の 「プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム の 倫 理 と資 本主 義 の精 神 」 に対 す る カ トリ ック側 か らの解 答 と見 倣

してい る(19)。端 的 に 言 う な らば,ヴ ェー バ ー の分 析 した経 済 的,技 術 的思 考 の源 流 に あ る プ ロ

テ ス タ ン ト的合 理 性 に対 す る,カ トリ ッ ク的合 理 性 の優 位 の 主 張 が 「ロ ー マ カ トリ シズ ム と政

治 形 態』 の モ チ ー フ に な っ て お り, 『ロー マ カ トリシズ ム と政 治 形 態 』 は 「プ ロテ ス タ ン テ ィ

ズ ムの倫 理 と資 本 主 義 の精 神 」 を批 判 す る た め に書 か れ た と考 え る の で あ る 。 しか し,こ の著

作 の中 に 「プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ムの倫 理 と資本 主義 の精 神 」 が 直 接 引 用 され た箇 所 は一 つ もな

い 。 シ ュ ミ ッ トが ヴ ェ ー バ ー を引 用 した の は,2箇 所 に す ぎ な い。 そ れ は,共 に ロー マ ・カ ト

リ ック教 会 の特 質 を説 明 す る際,ヴ ェー バ ー な い しヴ ェ ー バ ー の理 論 を 引 き合 い に出 した箇 所

で あ る⑳。 確 か に,内 容 的 に見 れ ば,シ ュ ミッ トが,「 プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ムの 倫 理 と資 本 主

義 の精 神 」 を念 頭 に置 い て い る節 は見 受 け られ る 。 しか し,シ ュ ミッ トが批 判 した の は,ヴ ェー

バ ーの 理 論 そ れ 自体 で は な く,プ ロ テス タ ン トをそ の源 流 とす る経 済 的,技 術 的 合 理 性 一 般 で

あ る。 しか もそ れ を批 判 す る に あ た って は,む しろ ヴ ェー バ ー に お け る カ ト リ ック的 合 理 性 の

分 析 に依 拠 して い る と さえ 考 え られ るの で あ る。

 こ の著 作 で,シ ュ ミ ッ トが,経 済 的,技 術 的 合 理性 に 対 置 した カ トリ ッ ク的合理 性 の特 質 は,
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次 の2点 に整 理 す る こ とが で きる。 まず 第1に,ロ ー マ ・カ トリ ッ ク教 会 の合 理 主義 は,人 間

の 心 理 学 的,社 会 学 的性 質 を道 徳 的 に捉 え る もの で あ って,産 業 や 技 術 に見 られ る物 質 の支 配

や物 質 の 効 率 的 利 用 に 関 わ る もので は な い。 す な わ ち,教 会 の合 理 性 は,ヴ ェー バ ー が 「宗 教

社 会 学 」 で 記 述 して い る よ う に,非 合 理 的 な忘 我(エ ク ス タ ー ゼ)や 狂 躁(オ リギ ー)を 克 服

し,中 世 を通 じて迷 信 や魔 術 を理 性 的 に抑 圧 した 点 に見 出 さ れ る の で あ る(RK,S.19, WG, S.

326)o

 第2に,こ の よ うな ロー マ ・カ トリッ ク教 会 の 合理 性 は,制 度 的 な もの の 中 に存 在 し,本 質

的 に法 学 的 で あ る とい う こ とで あ る。 そ の 最 大 の 成果 は,司 祭 身分 を独 特 な形 で官 職 に仕 立 て

上 げ た こ とに見 ら れ る。 シ ュ ミ ッ トは,官 職 が カ リス マ か ら独 立 して 形 成 され る こ とに よっ て,

司祭 は威 厳 を獲 得 す る と考 え る。 つ ま り聖 職 任 階 とい う合 理 的,階 層 的 制 度 の 成 立 に よ って,

い わ ば 官 職 そ の もの に威 厳 が 付 与 さ れ るの で あ る。 か か る司 祭 は,共 和 主 義 的 な意 味 で の 公 務

員 や代 理 人 の 如 き もの で は ない し,そ の威 厳 も近代 的 官 吏 の よ う に非 人 格 的 な もの で は ない 。

む しろ 「司 祭 職 は,途 切 れ る こ との ない 鎖 で,人 格 的 な委 任 に,す な わ ち キ リス トの 人格 に ま

で潮 る の で あ る」(RK,S.23-24)。 シ ュ ミッ トは こ うい った 司 祭 の 「人 格 」 と 「官 職 」 の独

特 な 区 別 の 中 に,カ トリ ッ クの 合理 的創 造性 と人 間性 を見 て 取 る。 カ トリ ック教 会 は,人 間 的

精 神 的 な もの に と ど ま り,経 済 的合 理 主義 の如 く物 質操 作 の 処 方 箋 を与 え る もの で は な い の で

あ る。

 こ れ と関 連 して,教 会 は 「法 人」 で はあ るが,生 産 時代 の 典 型 的 な所 産 で あ る株 式 会社 と も

全 く異 な る 。 簿 記 や 計 算 方 式 を特徴 とす る株 式 会社 が私 法 的 で,利 潤 追 求 を 目的 とす る の に対

して,教 会 の 法 的 組 織 は公 法 的 であ り,そ の 目的 は,歴 史 的 現 実 の 中 で 人 とな った神(キ リ ス

ト)を 具 体 的,人 格 的 に代 表 す る こ と にあ る 。経 済 的技 術 的 機 構 が合 理 的 な の は,物 質 的 需 要

に仕 え,利 潤 を効 率 的 に追 求 す るた め で あ る が,教 会 に あ って は,「 キ リス トの 人格 の代 表」

と い う 目的 自体 が 合 理 的,組 織 的 に形 成 され て い る の で あ る。 シ ュ ミ ッ トに よれ ば,教 会 は,

カ ノ ン法 に見 られ る よ う に,合 理 的 な法 学 的形 式 性 や秩 序 を有 して い る。 また,教 会 が こ うい っ

た 法 学 的 形 式 へ の権 限 や あ らゆ る形 式 へ の力 を持 つ の は,そ れ が 「ま さ し く代 表 へ の力 を持 つ」

か らで あ る。 経 済 的 思 考 は,技 術 的 精確 性 とい う唯一 の形 式 しか認 め な か っ た 。 「経 済 的 思 考

の 時 代 に対 す る教 会 の優 越 性 は,代 表 の 中 に あ る」 とシ ュ ミッ トは 断 言 す る の で あ る 。

 以 上 の よ う な シ ュ ミ ッ トの経 済 的,技 術 的合 理 性 に対 す る カ トリ ッ ク的 合 理 性 の優 位 の 主 張

は,言 わ れ る よ う な ヴ ェー バ ー の理 論 を批 判 す る た め に な され た わ けで は ない。確 か に シ ュ ミッ

トは,こ の 著 作 で,経 済 的,技 術 的合 理 性 の根 底 に は プ ロ テ ス タ ン トの エ ー トス が あ る こ と を

認 め て い る。 た とえ ば,ユ グ ノー や ピュ ー リ タ ン とい っ た プ ロ テ ス タ ン トは,カ トリ ッ ク教 徒

に比 べ て, 「自然 を支 配 し,自 然 を征 服 す る こ とに よ っ て,至 る所 で 産 業 を築 き,あ らゆ る土

地 を 自己 の 職 業 労 働 や 『世 俗 内 的禁 欲 』 の場 と し,最 終 的 に は 至 る 所 で 快 適 な住 居 を持 つ 」

(RK, S.17-18)こ とが で き た。 シ ュ ミッ トは,こ うい っ た プ ロ テ ス タ ン トの 生 活 様 式 が,経
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済 的,技 術 的合 理 性 の根 底 にあ る こ と を認 め るわ けだ が,こ の 認 識 は ま さに ヴ ェー バ ーの そ れ

と同一 で あ る。 ヴ ェ ー バ ー もピ ュー リタ ンの 職 業 労 働 や 世 俗 内 的 禁 欲 とい っ た エ ー トスが,近

代 資 本 主 義 の 精 神 を生 成 す る要 因 に な った こ と を分 析 した 。 また,既 に述べ た よ うに,シ ュ ミッ

トや ヴ ェー バ ー が 批 判 の 対 象 に した の は,フ.ロ テ ス タ ン トの エ ー トス そ れ 自体 で は な く,経 済

的,技 術 的 合 理 性 の非 人 間性 に対 してで あ った 。 要 す る に, 『ロ ー マ カ トリシズ ム と政治形 態 』

と 「プ ロテ ス タ ンテ ィズ ム の 倫 理 と資 本 主 義 の 精 神 」 は,対 立 関係 と して で は な く,む しろ対

応 関係 と して 理 解 され るべ き もの な ので あ る⑳。

 さ らに,シ ュ ミ ッ トが 経済 的,技 術 的合理 性 に対置 す る カ トリッ ク的合 理性 につ い て も,ヴ ェー

バ ー は 『経 済 と社 会 』 の 中 で 詳 細 に分 析 して い る。 た と え ば,ヴ ェ ーバ ー は,教 会 の成 立 の要

件 を,教 権 制 との 関 連 で4点 上 げ て い るが,こ れ は ま さ に シ ュ ミ ッ トが 主張 した カ トリ ッ ク的

合 理1生そ の もの で あ る 。 そ れ は,(1)給 与,昇 進,職 業 的 義 務,職 業 外 の 生活 行 状 に つ い て の規

制 が な され,か つ 「世俗 」 か ら分 離 され た,特 別 の職 業 的 司 祭 身分 が成 立 し てい る こ と。(2)教

権 制 が 「普 遍 主 義 的」 支 配 権 の要 求 を持 つ こ と。(3)教 義 や 礼 拝 が,合 理 化 され,聖 典 に書 き記

され,註 釈 を加 え られ,体 系 化 され た形 で 教授 の対 象 とな っ て い る こ と。(4に れ らすべ て の こ

とが ア ン シ ュ タ ル ト的 な共 同体(Gemeinschaft)の 形 を とっ て成 就 さ れ る こ と。 特 に聖 職 者

の カ リス マ が 人 格 か ら分 離 され,制 度,と りわ け官 職 と結 合 さ れ る とい う こ と(WG, S.692)

の4つ で あ る。 こ の 第4の 点 は,シ ュ ミ ッ トが ロ ーマ ・カ トリ ッ ク教 会 の 合 理1生の最 大 の 成 果

と して指 摘 した,司 祭 の 官 職 の威 厳 に対 応 す る。 シ ュ ミ ッ トの官 職 の威 厳 性 は,ヴ ェー バ ーの

言 う 「官 職 カ リス マ」 (=特 定 の社 会 制 度 そ の ものが 特 殊 な恩 寵 を受 け て い る信 仰)を 言 い換

え た もの に 他 な らな い 。

 で は教 会 の 法 的形 式 につ い て は ど うだ ろ うか 。 ヴ ェ ーバ ー は 「法 社 会 学」 の 中 で,シ ュ ミ ッ

トの指 摘 と符号 す る 次 の よ う な記 述 を してい る。 「教 会 固 有 の行 政 の 中 に,ロ ー マ法 の合 理 的

な伝 統 が生 き続 け て い る」 。 「教 会 に よ る法 定 立 の性 格 に影 響 を及 ぼ した もの と して は,教 会

の組 織 を特 徴 づ け て い る教 会 職 員 の合 理 的,官 僚 制 的 な官 職 的性 格 が あ る」。 「西 洋 の教 会 は,

合 理 的 な 定 立 に よる 法 創 造 とい う道 を,他 の いか な る宗 教 的共 同体 と は比 較 に な らぬ ほ ど強 く

歩 ん で きた 」 。 「カ ノ ン法 は,あ らゆ る神 聖 法 の 中で,厳 密 に形 式 的 か つ 法 学 的 な技 術 に,最

も強 く志 向 して い る 法 なの で あ る」 。 「教 会 は,法 的 意 味 で最 初 の 『ア ンシ ュ タル ト』 で あ っ

た … …」(WG, S.480-481)。

 この よ う に,シ ュ ミ ッ トは,カ トリ ック教 会 の法 的 側 面 の形式 性,合 理 性 に つ いて も,ヴ ェ ー

バ ー か ら示 唆 を受 け て い た と考 え られ る。 特 に,教 会 を 「法 学 的 精 神 の 最 大 の担 い 手 で あ り,

ロ ー マ法 学 の 真 の相 続 人 」 と見 倣 す シ ュ ミ ッ トと, 「教 会 固有 の行 政 の 中 に,ロ ー マ 法 の 合 理

的 な伝 統 が 生 き続 け て い る」 と見 る ヴ ェ ーバ ー の 問 に理 論 的 な距 離 は ほ とん どな い。 ヴェ ーバ ー

も カ トリ ッ ク教 会 の 合 理 的,階 層 的 行 政 の 中 に,ロ ーマ 法 学 の合 理 性 の 継 承 を看 取 して い る の

で あ る。
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 また 角 度 を変 え て,執 筆,公 刊 の 時 期 か ら見 て も,シ ュ ミ ッ トは 「ロ ー マ カ トリシ ズ ム と政

治 形 態 」 を執 筆 す る に あ た っ て は,ヴ ェ ーバ ー の 『経 済 と社 会』 の初 版 本 を十 分 に参 照 で きた

もの と思 わ れ る。 そ の 理 由 と して は,(1)シ ュ ミ ッ トが1919年 か ら20年 の 冬 学 期 に ヴ ェ ーバ ー の

ゼ ミナ ー ル に 出席 して い た こ と,(2)ヴ ェ ーバ ー の現 行 『経 済 と社 会 』 の 初 版 本 で あ る第1部

(「社 会 学 の根 本 概 念 」 「支 配 の 諸類 型」 等)が1921年 に,第2部,第3部(「 法 社 会 学 」 「支 配

の社 会 学 」 「宗 教 社 会 学 」 等)が1922年 に公 刊 され た こ と(22),(3)1922年3月 に執 筆 さ れ た 「政

治 神 学 』 の初 版 本 に,既 に ヴ ェ ーバ ー の 「法 社 会 学 」 の1部 が 引 用 されて い る こ と,(4)シ ュ ミッ

トの 「ロー マ カ トリ シズ ム と政 治 形 態』 が1923年 に公 刊 され た こ と,(5)シ ュ ミッ トが ヴ ェーバ ー

の膨 大 な 社 会 学 的 著 作 を法 学 的 概 念 の形 成 の ため に利 用 す べ き旨 を,1923年 の ヴ ェー バ ーへ の

献 呈 論 文 の 中 で表 明 して い る こ と(23),そ して(6)シ ュ ミ ッ ト自身 が1970年 に公 刊 さ れ た 『政 治 神

学 丘』 の 中で, 『ロー マ カ トリシズ ム と政 治 形 態 』 にお け る ヴ ェー バ ー の 引 用 が, 『経 済 と社

会 』 の 「法 社 会 学 」 を念 頭 に置 いて い た こ とを明 確 に言 明 して い る こ と(PT II,S.100)等 々

が 上 げ られ よ う。 こ の期 の シ ュ ミッ トが ヴ ェ ーバ ーの カ リスマ や カ リ ス マ 的 正 当 性 に並 々 な ら

ぬ 関心 を持 っ てい た だ け に(24>,こ うい っ た著 作 史 的影 響 に つ い て は十 分 に検 証 可 能 な ので あ る。

 いず れ にせ よ,シ ュ ミ ッ トが 理論 上,ヴ ェー バ ー の 西 洋 合 理 主 義 観 の一 端 を継 承 した こ と は

間 違 い な い 。 もっ と も,シ ュ ミッ トと ヴ ェー バ ー の 西 洋 合 理 主 義 観 に思 考 上 の 相 違 が ない か と

い え ば,決 して そ うで は な い 。 結論 的 に言 う な らば,両 者 の西 洋 合 理 主 義 に 対 す る重 点 の 置 き

方,お よ び経 済 的,技 術 的 合 理 性 を克 服 す る ため の処 方 箋 に 関 して は大 き な相 違 が 存 在 す る の

で あ る 。

(3)シ ュ ミ ッ トと ヴ ェ ーバ ー の 西洋 合 理 主 義観 の 思 考 上 の 相 違

 まず,重 点 の 置 き方 とい う点 で は,既 に見 た よ う に,シ ュ ミ ッ トの 西 洋 合 理 主 義 の 観 念 が,

カ トリ ッ ク的合 理 性 を通 して,法 学 的,制 度 的,そ して 国 家 理 論 の 方 向 に志 向 され て い るの に

対 して,ヴ ェ ー バ ー の 観 念 は,カ トリ ッ ク的合 理 性 を も内 包 した社 会 的 諸 現 象 全 般 の 合 理 性 を

指 摘 す る こ とに よ って,経 済 的 に志 向 され て い る とい う こ とで あ る 。 そ れ は,カ トリ ッ ク教 会

の代 表 概 念 を如 何 に世 俗 的 国 家 に適 用 す るか とい った 実践 的,政 治 的 な 関心 に根 差 す シ ュ ミ ッ

ト公 法 学 と,近 代 西 洋 の普 遍 的 な発 展 傾 向 の 要 因,と りわ け近 代 資 本 主 義 の 生 成 条 件 と い う理

論 的 な モ チ ー フ を抱 くヴ ェ ー バ ー社 会学 の相 違 で あ る。 こ の 相 違 を端 的 に示 す も の は,形 式

(Form)に つ い て の シ ュ ミッ トの思 考 で あ る。

 シ ュ ミ ッ トは, 『ロ ーマ カ トリシ ズ ム と政 治形 態 』 で,カ トリ ッ ク教 会 の持 つ3つ の偉 大 な

代 表 形 式 と して,芸 術 的 な もの の美 学 的形 式,法 学 的 な法 形 式,光 輝 あ る世 界 史 的 な権 力 形 式

を上 げ て い る(RK, S.30)。 ま た 『ロー マ カ トリシ ズ ム と政 治 形 態 』 とほ ぼ 同時 期 に書 か れ た

「政 治 神 学 』 で は,ヴ ェ ー バ ー の形 式概 念 につ い て言 及 し,ヴ ェ ー バ ー の 形 式 概 念 が 自 己 の 思

考 と異 な る こ と を鮮 明 に して い る。
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 まず,シ ュ ミ ッ トが代 表 形 式 の ユつ に上 げ る美 学 的 形 式 につ い て は,さ ほ ど詳 し くは述 べ ら

れ てい な い が,教 会 芸 術 に見 られ る キ リス トの 造 形 や形 象,可 視 的 象 徴 が こ れ に 当 た る。 こ う

い っ た象 徴 は,非 形 象 的,非 象徴 的 な技 術 や 機 械 に対置 され,カ トリ ック教 会 を究 極 的 に代 表

す る キ リス トを喚 起 させ る もの で あ る。

 第2の 法 学 的 な法 形 式 に つ い て は,カ トリ ッ ク教 会 を本 質 的 に法 的 な もの と して定 義 した プ

ロ テ ス タ ン トの ル ー ドル フ ・ゾー ム の 教 会 法 理 論 を引用 して まで 主張 す る。周 知 の よ うに,ゾ ー

ム は,カ トリ ック の教 会 法 や 教 会 組 織 が,原 始 キ リス ト教 時 代 のエ ク レ シア と は異 質 で あ る こ

とを強 調 し たが(25),教 会 の 法 的 組 織 化 の 歴 史 的 必 然 性 につ い ては 明確 に認識 して い た。 シュ ミッ

トが ゾ ー ム の 教 会 法 理 論 を高 く評 価 す るの は,い う まで も な く 「教 会 の法 的 組織 化jの 側 面 で

あ る。 しか し,教 会 法 や教 会 の 法 的組 織 化 は,世 俗 法学 と は異 質 で あ る。 シ ュ ミッ トに よれ ば,

教 会 は世 俗 法 学 と 同様,変 転 す る政体 に容 易 に適 合 で き,正 義 を主 張 す る。 しか し,教 会 は,

キ リス トの 人 格 を代 表 す る とい う点 で,国 家 と対 等 に,か つ 国 家 に交 渉 して新 た な法 を作 り出

す 主体 で あ る。 シ ュ ミ ッ トは カ トリ ッ ク教 会 と国 家 を2つ の 代 表 形 態 と見 倣 す 。 『政 治 神 学 』

で 表 明 され て い る よ うに,教 会 と国 家 は,代 表 者 ない し主 権 者 の 「決 定 」 とい う共 通 概 念 を共

有 しつ つ パ ラ レル な 関係 に立 つ 。 そ の 意 味 で,シ ュ ミッ トの カ トリ ック 的合 理 性 の主 張 は,教

会 が 国 家 と対 等 な立 場 に立 つ とい う点 を強 調 す る ため に な さ れ た と考 え る こ と もで きる の で あ

る。

 第3の 権 力 の 形 式 も教 会 の代 表 概 念 に 関係 づ け られ る。 シ ュ ミッ トの論 法 は,い た っ て単 純

で あ る。 す な わ ち,教 会 は キ リス トの花 嫁 で あ り,統 治 者,支 配 者,勝 利 者 た る キ リス トを代

表 す る。 従 って,教 会 が,名 誉,栄 光 に満 ち た 権 力 形式 を歴 史 的 に持 つの は当 然 で あ る と。 シュ

ミ ッ トは ドス トエ フ ス キ ー の 「大 審 問 官」 を引 き合 い に出 しなが ら㈱,ド ス トエ フ ス キ ー の カ

トリ ック批 判 を反 批 判 す る 。 ドス トエ フス キ ー は,大 審 問 官 が キ リス トに語 りか け る形 で,山

上 の垂 訓 に お け る悪 魔 の キ リス トに対 す る誘 惑 を 「人 間 精 神 の 自 由」 に対 す る挑 戦 と受 け止 め,

カ トリ ック の 強 制 的,権 威 的 な秩 序 に反 対 した。 この 点 につ い て ロ シ ア の思 想 家 ベ ル ジ ェー エ

フ は次 の よ う に言 う。 「こ う した精 神 の 自由 は,キ リス トが こ の世 を支 配 す る あ らゆ る権 力 を

拒 否 す るが ゆ え に こ そ可 能 な の で あ る 。権 力 へ の 意 志 は,支 配 者 か ら も被 支 配 者 か ら もお な じ

く自由 を奪 い去 る。 キ リス トが知 っ て い るの はた だ愛 の 力 の み 。 … … 保 守 的 カ トリ ッ ク教 の み

な らず,保 守 的 正 教 も,ド ス トエ フス キ ー を 自陣 の 一 員 にか ぞ え る こ とは 困 難 で あ ろ う」(27)。

 この よ うな見 解 に呼 応 す る か の よ うに,シ ュ ミ ッ トは,権 力 と善 との 永遠 的 な対 立 か ら 目 を

そ ら し,あ らゆ る世 俗 的権 力 を悪 し き もの,非 人 間的 な もの と して拒 否 し去 る ドス トエ フス キー

の キ リス ト教 観 を 「最 悪 の非 人 間性 を意 味 す る」 とまで 言 い切 り,指 弾 す る。 シュ ミッ トに とっ

て は,権 力 と善 と の対 立 を明確 に 自覚 し,そ の 解 消 を支 配 者 で あ る キ リ ス トに委 ね る こ との 方

が,キ リス ト者 の 態 度 と して は賢 明 な の で あ る㈲。 なぜ な らば,か か る対 立 を解 消 す る ものは,

神 の み で あ り,キ リ ス トの再 臨,最 後 の 審 判 に至 って 始 め て神 の正 義 が成 就 す る か らで あ る。
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そ して こ の よ うな 神 の 正 義 や 権 力 の エ ー トス を歴 史 的 に代 表 す る もの が カ トリ ッ ク教 会 に他 な

ら な か っ た 。 シ ュ ミ ッ トは言 う。 「カ トリ ック教 会 は,人 類 国 家 を代 表 す る 。 カ トリッ ク教 会

は,あ らゆ る 瞬 間 に キ リス トの受 肉 と十 字 架 上 の犠 牲 との結 び つ き を体 現 す る。 カ トリ ック教

会 は,キ リス ト御 自身 を,す な わ ち歴 史 的 現 実 の 中で 人 と成 り給 う た神 を,人 格 的 に代 表 す る

の で あ る」(RK, S.26)と 。 シ ュ ミッ トの3つ の カ トリ ッ ク教 会 の代 表 形 式 の核 は,こ の 言 葉

一 言 で 表 す こ とが で き よ う
。

 以 上 の よ う な,代 表 に結 びつ け られ た シ ュ ミ ッ トの形 式 概 念 に対 して,ヴ ェー バ ー は ど うで

あ っ た の か 。 シ ュ ミッ トは 『政 治 神 学 』 の 中 で,ヴ ェ ーバ ー の形 式 概 念 を次 の よ う に要 約 して

い る。

 「マ ッ クス ・ヴ ェ ーバ ー の法 社 会 学 に お い て も,3つ の形 式 概 念 が 区 別 され て い る。 まず 第

1に,ヴ ェー バ ー に とっ て は,法 的 内 容 の概 念 的精 密 化 が 法 的 形 式 で あ る。 これ は彼 の言 う規

範 的 規 制 で あ る が, 『諒 解 的 行 為 の 因 果 的 構 成 要 素 』(kausale Komponθnte des Einver-

st舅dnishandelns)と して の そ れ にす ぎな い。 第2に,ヴ ェ ー バ ー が 専 門領 域 の 分 化 につ い て

語 る場 合,形 式 的 とい う言 葉 は,合 理 化 さ れ,専 門的 に訓 練 され,そ して予 測 可 能 な,と い う

語 と 同義 で あ る。 従 っ て,ヴ ェ ーバ ーが 言 う よ うに,形 式 的 に発 達 した法 と は 自覚 的 な裁 判 基

準 の 複 合 体 で あ り,社 会 学 的 に見 れ ば,訓 練 され た法 専 門家 や 司 法 官 僚 な どの 影 響 作 用 が そ れ

に 含 ま れ る 。専 門 的 な訓 練,す なわ ち(!)合 理 的 な訓 練 が,取 引 の 欲 求 の 増 大 に伴 い必 要 と

さ れ,そ こか ら法 は特 殊 法 学 的 な ものへ と近 代 的 に合 理 化 され, 『形 式 的 な 性 質 』 が 形 成 さ れ

て い くの で あ る(Rechtssoziologie II,§1)。 そ れ ゆ え形 式 と は,ま ず 第1に 法 学 的 認 識 の先

験 的 『条 件 』 を,第2に 慣 行 の反 復 や専 門的 熟 考 か ら生 じた 一様 な規 則 性 を意 味 す る こ とに な

る。 そ して 規 則 性 は,そ の一 様 性 と予 測 可 能 性 に よっ て,第3の 『合 理 主 義 的」 形 式,す な わ

ち 技 術 的完 成 へ と移 行 す る。 こ の技 術 的 完 成 は,取 引 の必 要 性 ない しは法 学 的 に教 育 さ れ た官

僚 機 構iの諸 利 害 の 必 要 性 か ら生 じ,予 測 可 能 性 を め ざす もの で あ っ て,円 滑 な機 能 とい う理 想

に 支 配 さ れ て い るの で あ る」(PT,S.37-38)。

 こ こ に見 られ る よ う に,シ ュ ミッ トは ヴ ェ ーバ ー の形 式 概 念 を,(1)法 的 内容 の概 念 的精密 化

(2)経済 的取 引 や 近 代 官 僚 制 の要 求 か ら生 じた合 理 的,専 門 法 学 的,予 測 可 能 的,技 術 的 シ ス テ

ム の意 味 で 理 解 して い る。 確 か に,シ ュ ミ ッ トの分 析 した よ う に,ヴ ェ ー バ ー は形 式 概 念 を上

記 の 語 法 で 用 い て い る。 しか し,シ ュ ミ ッ トが記 述 した ほ ど に は,ヴ ェ ー バ ー の思 考 は単 純 で

な い 。 こ こに は2点 の 問 題 が 潜 んで い る。 まず 第1に,シ ュ ミ ッ トはr法 的 内 容 の概 念 的精 密

化 」 を 「諒 解 的 行 為 の 因 果 的 構 成 要 素 」 と見 倣 して い る が,こ れ はむ し ろ法 秩 序 の 「法 学 的 な

考 察 方 法 」(法 ドグ マ テ ィー ク)の カテ ゴ リー で 問 題 に な る もの で,「 社 会 学 的 な 考 察 方 法 」

に 関係 す る 「諒 解 的 行 為 の 因 果 的 構 成 要 素 」 とは 区別 され るべ き もの で あ る。 周 知 の よ うに,

ヴ ェー バ ー は,法 秩 序 の 法 学 的 な考 察 方 法 と社 会 学 的 な考 察 方 法,あ る い は法 教 義 学 の考 察 方

法 と社 会 経 済 学 の 考 察 方 法 を明 確 に区 別 した。 端 的 に言 う な ら ば,法 学 的,教 義 学 的 な考 察 方
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法とは,法 規範の意味の探求であ り,社 会学的,経 済的考察方法とは,そ うした規範が教義学

的に見れば妥当するはずの法的,経 済的に秩序づけられた共同体組織の事実の観察である。そ

してこの2つ の考察方法は,ヴ ェーバーによれば,全 く異質な事柄である。なぜならば,前 者

は観念的な当為的妥当の次元に,後 者は現実的な事実の次元にあるからである(WG,S.182)。

ヴェーバー社会学で具体的に採用 した考察方法は,い うまでもな く後者である。従って,シ ュ

ミッ トの言 う 「法的内容の概念的精密化」は,ヴ ェーバーから見れば前者の考察方法に関わり,

「諒解的な因果的構成要素」の考察は後者の事柄に属する。シュミットはこの2つ を,ヴ ェー

バーの意に反 し,混 同してしまったと言うことができるのである。これは,新 カント主義的2

元論の方法論的視角から出発 しつつも,ザ インとゾレン,規 範 と事実といった2極 的価値を論

理的に貫徹 しようとしたシュミットの方法論 にも関わることである。これについては,政 治神

学との関連で後述 しよう。いずれにせよ,ヴ ェーバーは(2)の合理的,専 門法学的,予 測可能的,

技術的システムにおける 「形式」 に着目しつつ,西 洋近代の普遍的な文化価値,と りわけ近代

資本主義の生成諸条件を探求しようとした。カトリック的合理性 もそういったテーマとの関係

で分析されたものである。 とはいえ,ヴ ェーバーは,シ ュミットのようにカ トリック的合理性

を積極的に評価 したか といえば,決 してそうではない。第2の 問題は,こ のカトリック的合理

性の評価に関する事項である。

 結論的に言うならば,ヴ ェーバーにとって,カ トリック的合理性 は,近 代資本主義の生成条

件 としての影響力をほとんど持たなかった。ヴェーバーは,カ ノン法における世俗の訴訟手続

に対する影響力 を認める一方で次のように言う。 「カノン法の今 日でも固執する諸要求が実際

的意義を有 しているのは,経 済的な問題 に関係するような諸領域においてではない」(WG, S.

481)と 。ヴェーバーにとってカノン法の合理性は,近 代法の特質である形式的合理性 と完全

に一致するものではない。周知のように,ヴ ェーバーは 「法社会学」において,法 創造と法発

見の歴史的諸形態を基準に,法 の合理性 を2つ に類型化 した。それが形式的合理性と実質的合

理性であり,カ ノン法は,形 式的合理性 と実質的合理性の両側面を合わせ持つ特異な事例であ

る。この実質的合理性 とは,論 理的な意味解明によって得 られた 「厳密 に抽象的な諸規則」

(形式的合理性)と は違った性質の威厳を持つ諸規範が,法 的問題の決定 に対 して影響力 を持

っことを特質 とする。法論理の抽象的な形式主義 を打破するような倫理的命令や功利的,合 目

的的規則,あ るいは政治的格率などが実質的合理的な規範である。ヴェーバーによれば,カ ノ

ン法は 「あらゆる神聖法の中で,厳 密に形式的かつ法学的な技術 に,最 も強 く志向している法」

ではあるが,聖 典に拘束される神政政治的,教 権制的な法形成に特有な性質 をも合わせ持 って

いる。すなわち,カ ノン法は,諸 規則の形式的,法 的に重要な諸要素と,神 聖な立法的動機や

実質的な倫理的目的とが混合 している法なのである。それはカノン法が,神 の言葉 としての

「聖書』や教皇の裁決である教皇令(Dekretalen)を 主たる法源 としたことか らも窺い知るこ

とができよう。
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 ヴ ェ ー バ ー が 訴 訟 手 続 の 分 野 で,カ ノ ン法 の 影 響 力 を積 極 的 に評 価 す る の も,世 俗 の 形 式 主

義 的,弁 論 主 義 的 な証 拠 法 に対 して,カ ノ ン法 が,職 権 手 続 の きわ め て実 質 的合 理 的 な方 法 を

発 展 さ せ た こ とに よる 。 中 世 の 教 会 裁判 所 が,合 理 的 な証 拠 調 べ を行 な う た め に 「職 権 に も と

つ い た」 手 続 に よ る審 問 を行 な った こ と はつ と に知 られ て い る 。13世 紀 以 降,カ タ リ派 や ワ ル

ドー派 とい っ た異 端 者 に対 して 行 な わ れ た異 端 審 問 が そ れ で あ る 。 ヴ ェ ーバ ー に よれ ば,か か

る糾 問 訴 訟(lnquisitionsprozeﾟ)は,そ の 後 世 俗 的 な刑 事 裁 判 に受 け継 が れ,世 俗 的 司 法 の

発 展 に寄 与 した と され る(WG, S.481)。 しか し,こ う い っ た カ ノ ン法 お よ び カ トリ ッ ク教 会

の 合 理 性 の側 面 も,近 代 資 本 主 義 の生 成 に対 して は積 極 的 に作 用 しなか っ た 。 ヴ ェー バ ー は,

そ の重 要 な根 拠 と して,商 人 の 活動 に も適 用 され た 「神 を喜 ば す こ と は で きぬ」 とい っ た グ ラ

テ ィア ー ヌ ス教 令 集(Dekretum Gratiani)の 教 条 や,利 潤 追 求 を 「醜 い こ と」 と見 倣 した 聖

トマ ス の言 葉 を上 げ て い る(RSI, S.56-58)。 カ トリ ッ ク信 徒 は,こ うい っ た観 念 に よ っ て,

合 理 的,非 人 格 的 な資 本 主 義 的 経営 や営 利 の 自己 目的 とい っ た思 考 を徹 底 的 に拒 絶 した ので あ

る。 周 知 の よ う に,ヴ ェー バ ー が 近代 資 本 主 義 の 生 成 と因果 的 に 関 連 づ け た もの は,禁 欲 的 プ

ロ テ ス タ ンテ ィズ ム,と りわ け カル ヴ ィ ニズ ムの エ ー トス で あ った 。

 以 上 見 た よ う に,シ ュ ミッ トの代 表 「形 式 」 と して の カ トリ ッ ク的 合 理 性 は,形 式 的 合 理 性

と実 質 的合 理 性 を 区別 せず,合 理性 を一元 的 に捉 え た もの に他 な らなか っ た。そ の意 味 で,ヴ ェー

バ ー の合 理 性 の 射 程 の方 が シ ュ ミッ トの そ れ よ り もは るか に広 い と考 え られ る の で あ る。 ま た

合 理 性 に対 す る重 点 の置 き方 につ い て も,カ トリ ック 的合 理 性 を代 表 の観 念 に 関 連 づ け て評 価

した シ ュ ミッ トと,カ トリ ック的合 理性 を理 論 的 に評 価 しな か った ヴ ェ ー バ ー で は,明 らか に

異 な っ て い た 。 もち ろ ん こ うだ か ら とい って,ヴ ェ ーバ ー が,カ ル ヴ ィニ ズ ム をそ の 主 た る源

流 とす る資 本 主 義 的,プ ロテ ス タ ン ト的合 理1生 を主体 的 に評 価 した とい うわ け で は ない 。 そ も

そ もヴ ェ ー バ ーが 近 代 の合 理 性 に関 連 して主 体 的 に評 価 した もの は,理 念 としての ゼ クテ であ っ

た 。 こ の点 に つ い て は,両 者 の 経 済 的,技 術 的 合 理 性 を克 服 す るた め の処 方 箋 を検 討 す る こ と

で,よ り一 層 明 ら か に な る で あ ろ う。

(4)経 済 的,技 術 的 合 理 性 の 克 服

 シ ュ ミ ッ トにせ よ,ヴ ェー バ ー にせ よ,20世 紀 初 頭 に台 頭 した経 済 的,技 術 的 合 理 性 は,批

判 ・克 服 の対 象 で あ っ た。 シ ュ ミッ トに と って の そ れ は,カ トリ ッ ク教 会 の 宗 教性 お よ び人 間

性 に脅 威 を与 え る もの で あ った し,ヴ ェ ー バ ー に と っ て の そ れ は個 人 の 自 由 な い し個 人 の 自律

を侵 食 す る もの に他 な らな か っ た。既 に,ハ ー バ ーマ ス の言 う国 家 装 置 に よ る市 民 の生 活 世 界

へ の植 民 地 化 とい う現 象 が この 時代 に登 場 して い たの で あ る。 で は一 体 彼 らは こ うい っ た経 済

的,技 術 的 合 理 性 に対 して,ど の よ うな処 方 箋 を思 考 した の で あ ろ うか 。

 理 念 型 的,比 較 相 対 的 に見 れ ば,シ ュ ミッ トに と っ て は,政 治神 学 に お け る権 威 的 な代 表 概

念 や 絶 対 的 な 主 権 概 念 の 回復 が そ れ に 当 た り,ヴ ェ ーバ ー に と って は宗 教 社 会 学 にお け る ゼ ク
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テ概 念 が そ れ に当 た ろ う。 言 い 換 え る な らば,上 か らの 権 威 に依 拠 す る シ ュ ミ ッ トと下 か らの

人 間 の 質 に期 待 す る ヴ ェ ー バ ー とい う図 式 で あ る。 も っ と も,こ の点 に つ い ての 詳細 な分析 は,

本 稿 の続 編 で 論 じる予 定 な の で,こ こで は そ の概 観 と問 題提 起 のみ を して お こ う。

 さて,シ ュ ミ ッ トの政 治神 学 とは,神 学 的 概 念 と法学 的 概 念 の体 系 的 な構 造 的 親 縁 性 を追 求

す る こ と を課 題 と し, 「概 念 の 社 会 学 」 と呼 ばれ る。 こ うい っ た社 会 学 の 前 提 に な る もの は,

法 学 的概 念 と神 学 的 概 念 の徹 底 した論 理 一 貫 性 で あ る。 す な わ ち,政 治神 学 の概 念 を理 解 す る

に あ た って 重 要 な こ とは,神 学 的 命 題 そ れ 自体 で は な く,主 要 な 国 家論 的,国 法 的概 念 の,神

学 か らの概 念 社 会 学 的 な 由 来 で あ る(29)。シ ュ ミ ッ トは 「あ る特 定 の時 代 が 構 成 す る世 界 に つ い

て の形 而 上 学 的 な像 は,そ の 世 界 の政 治 的 組 織 の 形 式 と して 自明 で あ る もの と同 じ構 造 をもつ」

と言 う。 そ して17世 紀 の 君 主 制 の例 を引 き合 い に出 しな が ら次 の よ う な説 明 をす る。 「17世紀

の君 主 制 が,デ カ ル ト流 の神 概 念 に 「反 映 さ れ た」 現実 と して見 倣 され る な らば,そ れ は主 権

概 念 の社 会 学 で は な い。 しか し,君 主 制 の歴 史 的,政 治 的 存 立 が,西 欧 人 の 当時 の全 意 識 状 態

に適 応 した もの で あ っ て,そ の 歴 史 的,政 治 的 現 実 の法 的 な構 成 が,形 而 上 学 的 諸 概 念 と合 致

した構 造 を持 つ1つ の概 念 を発 見 す る こ とが で きた とす れ ば,そ れ は そ の時 代 の主 権 概 念 の社

会 学 で あ る」 と(PT,S.59)。

 こ うい っ た概 念 の社 会 学 か ら見 れ ば,シ ュ ミ ッ トの評 価 した カ トリ ッ ク教 会 の権 威 的 な代 表

の概 念 は,決 して19世 紀 や20世 紀 の経 済 的,技 術 的 思考 の 時 代 に対 応 す る もの で は な い 。 む し

ろ フラ ンス 革 命 以 前 の絶 対 王 制 の国 家,国 法 概 念 との構 造 的 親 縁 性 を指 摘 す る こ とが で き るの

で あ る。 そ し て そ こ か ら導 き出 され る もの は,国 民 の 主 権 で は な く,絶 対 君 主 の 主権 お よび 決

定 の優 位 とい う思 考 で あ る 。 シ ュ ミ ッ トが 『政 治 神 学』 の 中で,カ トリ ック教 徒 に して,反 革

命 の 国 家哲 学 者 で あ る ドゥ ・メ ー ス トル(1754-1821),ボ ナ ル ド(1754-1840),そ して ドノ

ソ ・コル テ ス(1809-1856)ら に語 らせ る形 で,国 家 の 価 値 を,教 会 の 抗 弁 不 可 能 な決 定 とパ

ラ レル に捉 え,ブ ル ジ ョア ジ ー の 自 由主 義 的立 憲 制 に基 づ く 「王 は 君 臨 す れ ど も統 治 せ ず」 と

い っ た君 主 像 を批 判 した の も,こ う い っ た 国家 の主 権概 念 と教 会 の代 表 概 念,お よび 絶対 君 主

の決 定 と教 皇 の 決 定 を 「概 念 の社 会 学 」 に よっ て論 理 一 貫 的 に理 解 した こ とに よ る。 ボナ ル ド

の伝 統 へ の 信 仰,ド ゥ ・メ ー ス トル の霊 的,教 会 的秩 序 に お け る 「無 誤 謬 性 」 と国 家 的 秩 序 に

お け る 「主 権 性 」 の等 値,そ して ドノソ ・コル テ ス にお け る討 論 の 対 極 に 「独 裁 」 を置 く思 考

を シュ ミ ッ トは積 極 的 に 受 容 した。 彼 ら反 革 命 の 国家哲 学 者 に共 通 な こ とは, 「時代 が 決 定 を

要 求 して い る」(PT, S.69)と い う意 識 に他 な ら なか っ た の で あ る。

 既 に指 摘 し た よ う に,技 術 的 な もの か らは,た っ た!つ の 人 間 的,精 神 的 な決 定 も,ま して

い わ ん や 中 立 性 へ の決 定 も出 て こ な い。 従 っ て,シ ュ ミ ッ トに と っ て重 要 な こ と は,国 家 が,

カ トリ ッ ク教 会 の如 く権 威 的,絶 対 的 な決 定 を下 す こ とで あ る 。 シ ュ ミ ッ トは 決 定 内 容 で は な

く,決 定 そ れ 自体 を強 調 す る。 シ ュ ミ ッ トが しば しば引 用 す る 「真 理 で は な く,権 威 こそ が 法

を作 る」 とい う ホ ッブ ス の 言 葉 は(3D),同 時 に シ ュ ミ ッ ト自 身 の思 考 で もあ っ た 。 図 式 的 に言 う
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な らば,真 理 は い う まで も な くザ イ ンの 世界 で あ る。 ま た経 済 的,技 術 的合 理性 もザ イ ンの世

界 で あ る 。 経 済 的,技 術 的 時 代 にお け る シ ュ ミ ッ トの ジ レ ンマ は,カ トリ ッ ク的 な宗 教 性 や 人

間性 の不 在 と同 時 に,決 定 の不 在,す な わち ゾ レ ンの不 在 とい う点 に あ っ た の で あ る。 そ して

そ れ を克服 す る学 知 が ザ イ ン とゾ レ ンの 世 界 を論 理 的 に貫 徹 す る政 治 神 学,す な わ ち 「概 念 の

社 会 学 」 で あ っ た。 この 点 で シ ュ ミッ トの 「概 念 の社 会 学 」 は,ザ イ ン とゾ レ ン を明 確 に峻 別

し,諸 価 値 の 闘 争 で あ る 「神 々 の闘 争」 を前 提 にす る ヴ ェ ー バ ー 社 会 学 とは 全 く異 質 で あ る と

言 え る の で あ る。

 とは い え,こ う い っ た 「概 念 の社 会学 」 に あ っ て は,カ トリ ッ ク教 会 の代 表 概 念 を キ リス ト

に ま で潮 っ て権 威 づ け た よ う に,国 家 君 主 の 主権 概 念 を神 聖 で,無 誤 謬 とす る 危 険 性 も当 然 の

こ とな が ら孕 んで い る 。 シ ュ ミ ッ トは コ ルテ ス を引 用 しつ つ,伝 統 的 な正 当 性,す な わ ち絶 対

君 主 に よる 王 朝 的 正 当 性 が 存 在 しな い場 合,残 さ れ た唯 一 の道 は独 裁 にあ る と言 う(PT,S.66)。

こ う い っ た 独 裁 に絶 対 的 な神 的,宗 教 的 権威 を適 用 す れ ば,当 然 に ヒ トラ ー の独 裁 体 制 を も正

当 化 す る こ とが 可 能 に な ろ う。 シ ュ ミッ トの ナ チ ズ ムへ の傾 斜 の 契 機 が,既 に 初 期 シ ュ ミ ッ ト

に内 在 して い た と言 わ れ る所 以 は こ こ にあ る 。 た だ こ の点 に つ い て は,こ れ 以 上 述 べ る こ とは

差 し控 え よ う。 こ こ で は,政 治 神 学 の歴 史 的 意 義 のみ を指 摘 して お くこ とで 十分 で あ ろ う。

 さ て,シ ュ ミッ トが,経 済 的,技 術 的 合理 性 の 処 方 箋 と して 政 治 神 学 に お け る代 表 概 念 や主

権 概 念 の 回復 を設 定 した の に対 して,ヴ ェー バ ー が 設 定 した もの は宗 教 社 会 学 にお け る ゼ ク テ

概 念 で あ る 。 周 知 の よ う に,ヴ ェ ーバ ー は,rプ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム の倫 理 と資本 主義 の精神 」

や 一 連 の ゼ ク テ論 文 で,プ ロ テ ス タ ン トの バ プテ ィス ト派 を始 め とす る諸 ゼ ク テ に,理 論 的価

値 を越 え た 主 観 的 親 近 性 を寄 せ てい る。 ヴ ェー バ ー に よ れ ば,こ の ゼ ク テ は,カ ル ヴ ィ ニ ズ ム

と並 ぶ プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム的 禁 欲 の独 自の 担 い 手 で,再 洗 礼 派 か ら直 接 に,あ る い は そ の宗

教 的 思 考 様 式 を取 り入 れ な が ら,16,7世 紀 の 問 に成 立 した バ プ テ ィス ト派,メ ノナ イ ト派,お

よ び ク ェ ー カ ー 派 を指 して い る(RSI, S.150-151)。 彼 の 定 義 に従 え ば,ゼ ク テ は 「そ の 意 味

と本 質 か ら して,必 然 的 に 普 遍 性 を断 念 せ ざ る を得 ず,必 然 的 にそ の成 員 の 完 全 な合 意 に基 づ

か ざ る を得 な い よ う な宗 団 」 の こ とで あ る。 言 い換 え る な らば,ゼ ク テ とは,個 人 の 意 志 表 示

を無 視 して そ の 所 属 が 決 定 さ れ るの で は な く,個 人 と して の 内 面 的 な信 仰 を獲 得 した者 のみ が,

主 体 的 に信 仰 を告 白 し,そ の宗 団 独 自の 規 定 に よ っ て入 会 が認 め られ る 団体 の こ とで あ る。 い

わ ば有 資 格 者 の 宗 教 団体 なの で あ る。

 ヴ ェ ーバ ー が こ うい った ゼ ク テ に興 味 を抱 い た 動 機 は,彼 の ア メ リカ旅 行(1904年)に お け

るゼ ク テ体 験 で あ る。 この ア メ リカ旅行 の後,彼 は 『フ ラ ン ク フ ル ト新 聞』(1906年4月)に

ア メ リカ体 験 記 を寄 せ て い る。 この体 験 記 は さ ら に2節 を加 筆 し,『 キ リ ス ト教 世 界 』(1906年

6月)に 「北 ア メ リカ に お け る教 会 とゼ クテ」 とい う表 題 で転 載 さ れ,そ れ が 『宗 教 社 会 学 論

集 』 第1巻(1920年)に 収 め られ た 「プ ロテ ス タ ンテ ィズ ム の 諸 ゼ ク テ と資 本 主 義 の精 神 」 へ

と発 展 す る の で あ る ⑳。 この 一 連 の ゼ クテ 論 文 を通 して ヴ ェー バ ー は,合 衆 国 に お け る ゼ ク テ

!8



浜松医科大学紀要 一般教育 第6号(1992)

成 員 の 経 済 的 信 用 度 を強 調 し,そ れ が そ の信 仰 的 特 質,す な わ ち ゼ クテ へ の 加 入 要 件 と され る

厳 格 な 宗教 的 規律 の成 就 や 職 業 労 働 に お け る キ リ ス ト者 の確 証 とい った 点 に 由来 す る と考 える

の で あ る。特 に,ヴ ェ ー バ ー が 強 調 す る点 は,ゼ ク テの 加 入 認 定 に あ た って の倫 理 的 お よび営

業 上 の 生 活 態 度 に対 す る 詳 細 な調 査 で あ る。 こ の調 査 は,ヴ ェ ー バ ー が 「取 引 所 」(1894年)な

る論 文 で 主 張 した イ ギ リ スや ア メ リ カの取 引 所 入 会 へ の 厳 格 な資 格 審 査 に類 似 す る もの で 岡,

厳 格 な規律 に対 して責 任 を持 っ て行 動 す る 「自律 的 人間 」 の選 抜 とい う ゼ ク テ理 念 に不 可 欠 な

もの で あ っ た。

 他 方,こ のゼ クテ の今 一 つ の重 要 な要 素 は, 「信 仰 の み 」 に徹 す る こ とで ある。 ゼ クテ にあ っ

て は,信 仰 の対 象 で あ る神 の み が 絶対 で あ り,神 以 外 の 被 造 物 に対 して は絶 対 的 な価 値 を認 め

な い 。従 っ て,ゼ ク テ 成 員 に とっ て は,シ ュ ミ ッ トが 主 張 した カ トリ ック教 会 の教 皇 や カ ノ ン

法 に対 す る威 厳 や権 威 は認 め られ な い し,20世 紀 の経 済 的,技 術 的 合 理 性 へ の信 仰 も拒 絶 され

る こ と に な る。 ヴ ェ ー バ ー は 『経 済 と社 会 』 の 「支 配 の 社 会 学 」 の 中で,特 に 「ゼ ク テ,教 会,

そ して 民 主 制 」 とい う項 目(WG, S.721f.)を 設 け,ゼ クテ の 政 治 的特 質 を,(1)政 治 的 勢 力 と

の 同 盟 に入 る こ と を一 切 せ ず,(2)「 国 家 と教 会 の分 離 」 や寛 容 に対 して好 意 的 で あ り,(3)「 良

心 の 自 由」 とい う要 求 の 最 も本 来 的 な担 い手 で あ る と して い る 。 つ ま り,信 仰 上 の有 資 格 者 の

自由 な団 体 で あ る以 上,ゼ ク テ成 員 以 外 の 者 に ゼ クテへ の加 入 を強 制 す る よ う な こ とはせ ず,

ま たゼ ク テ か ら脱 会 す る者 に対 して も制 裁 を加 え る よ うな こ と は しな い,そ うい う宗 団が ゼ ク

テ なの で あ る。 そ して さ ら に重 要 な こ とは,ヴ ェ ー バ ー が ゼ クテ の 構 造 原 理 を直 接 民 主 政 に 関

係 づ け た こ とで あ る 。 す な わ ち,ゼ クテ の運 営 は ゼ ク テ成 員 全 員 の 直 接 的参 加 に よ っ て決 定 さ

れ,そ の役 員 も権 威 主 義 的 資 格 を持 た ず,ゼ クテ に 「奉 仕 す る 者 」 と され るの で あ る。 要 す る

に,ゼ ク テ成 員 は, 「万 人 司 祭 主 義」 「俗 人説 教 」 とい うい わ ば プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム 当初 の

理 念 を実 践 す る と こ ろ に そ の 目的 が あ るの で あ る 。

 以 上 の よ うな 点 か ら,ゼ クテ にあ って は,ド イ ッの ル ター ト ゥム に対 して 指 摘 され る 「神 の

摂 理 」 信 仰 か らの 国 家 や 政 府 に対 す る保 守 的順 応 は(33),被造 物(=国 家)の 神 化 と して否 定 さ

れ,ア ンシ ュ タル ト的 国 家 形 成 に見 られ る良 心 の 自由 の拒 否 に対 して は(34),逆 に 国家 に対 す る

個 人 の 「良 心 の 自由」 を武 器 に対 抗 す る。 そ して カ トリシ ズ ム や カ ル ヴ ィニ ズ ム の特 質 で あ る

教 権 制 的 官 職 カ リス マ につ い て は, 「反権 威 主 義 的」 思 考 に よ っ て拒 絶 す る ので あ る。20世 紀

の 経 済 的,技 術 的合 理 性 の拒 絶 につ い て も上 に述 べ た とお りだ が,こ の 点 につ い て は,特 にゼ

ク テ に類 型 化 さ れ た ク ェ ー カ ー教 徒 が,現 在 に至 って も伝 統 的 生 活 様 式 に固 執 し,技 術 的,合

理 的 生 活 様 式 を拒 絶 して い る こ とか ら も窺 い 知 る こ とが で き るで あ ろ う。 ヴ ェ ー バ ー が ゼ クテ

を主 観 的 に も評 価 し て い た こ と は,1906年2月6日 付 のA・v・ ハ ル ナ ッ ク宛 手 紙 で も明 らか

で あ る。 ヴ ェ ー バ ー は次 の よ う に記 して い る。

 「… … 我 々 ドイ ッ入 は誰 一 人 と して ク ェー カー,バ プ テ ィ ス ト等 とい った 『諸 ゼ クテ」 の 人

間 で さ え あ りえ な か っ た の で す 。 我 々 ドイ ツ人 の い か な る 人 で も,非 倫 理 的,非 宗 教 的価 値 に
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照 ら して み れ ば,一 見 して,ア ン シ ュ タル ト的 な教 会 の 方 が,一 基 本 的 に一 優 位 に あ る こ と に

気 づ くに違 い あ りませ ん 。 そ して 「ゼ クテ」 の 時代,あ る い は 本 質 上 ゼ ク テ と同 等 な もの の時

代 は,歴 史 的 に は す べ て に 先 立 って過 ぎ去 っ た の で す 。 しか し他 方 で,わ が 国民 が 厳 格 な禁 欲

主 義 の 学 校 を一 度 も,ま た い か な る形 式 にお い て も卒 業 しな か った と い う事 実 は,私 が,わ が

国 民 に対 して(ま た私 自身 に対 して も)忌 み嫌 う価 値 と見 倣 す あ ら ゆ る もの の源 な の で す 。 ま

してや 宗 教 的評 価 とい う点 で は… …我 々 ドイ ッに お け る領 邦 教 会 の 『キ リス ト者 』 よ り も,ア

メ リ カ 人 の平 均 的 な諸 ゼ ク テの 人 間 の 方 が は るか に優 れ て い る と言 え る の で す」(MWG, H/

5,S.32‐33)o

 い ず れ に せ よ,ヴ ェ ー バ ー に とっ て ゼ クテ は,徹 頭 徹 尾,経 済 的,技 術 的 合 理 性 の 流 れ に抗

す る砦 に他 な ら なか っ た(as)。しか し,現 実 的 に は,ゼ ク テ の機 能 は,官 僚 制 的機 構 に よ っ て 抑

圧 され,押 し潰 され て い た 。 そ れは,20世 紀 初 頭 の ドイ ッ に お い て は もち ろ ん の こ と,ゼ ク テ

発 祥 の 地 で あ る合 衆 国 に お い て も同 じで あ った 。 ゼ クテ の 現 実 的 機瀧 の停 止 に つ い て は既 に論

じた こ とが あ るの で こ こで は省 略 す る圃。 た だ今 まで の 考 察 か ら言 え る こ とは,シ ュ ミ ッ トに

と って の代 表 や 主 権 の概 念 も,ヴ ェー バ ー に とっ て の ゼ ク テ の概 念 も共 に理 念 で あ り,そ の現

実 化 は,20世 紀 の 技 術 的 時 代 に あ っ て は到底 不 可 能 で あ っ た とい う こ とで あ る 。 そ して そ の現

実 化 を あ え て しよ う と した 所 に,シ ュ ミッ トの悲 劇 が あ っ た の で あ る。

IV 結びに かえて

 シ ュ ミ ッ トは,ヴ ェ ー バ ー か ら西 洋合 理 主 義 の ネ ガ テ ィブ な側 面 や カ ノ ン法 にお け る カ トリ ッ

ク的 合 理 性 を学 び 取 っ た 。 しか し,シ ュ ミッ トの 「合 理 性 」 理 解 は一 面 的 で あ り,ヴ ェ ー バ ー

が 合 理 性 を 多元 的 に類 型 化 した よ う な視 点 は持 ち 合 わ せ て い な か っ た。 また ヴ ェー バ ー の提 示

した プ ロ テ ス タ ン トの 禁 欲 的 工 一 トスや ゼ ク テ概 念 に つ い て も正 面 か ら受 け止 めず,等 閑視 し

て い た よ うに見 え る。 そ れ は,シ ュ ミ ッ トが,カ トリ シ ズ ム を公 法 学 の 理 論 的核 に した こ とや,

フ ラ ン ス革 命 以 前 の絶 対 主 義 的 王朝 を評 価 した た め と見 る こ と もで き よ う。 しか しこ の点 に つ

い て は今 後 の 課 題 で あ り,こ こ で結 論 づ け る こ と はで きな い 。 た だ 明確 に言 え る こ とは,シ ュ

ミッ トも ヴェ ー バ ー も20世 紀 初 頭 の 大 衆 社 会 状 況 を経 済 的,技 術 的 合 理 性 の 時 代 と捉 え,そ の

行 く末 を極 め て 深 刻 に受 け 止 め てい た こ とで あ る。 現 代 は彼 らの 予 測 どお りに,い や彼 らの 予

測 を は る か に 越 え て,メ カ ニ カ ル な合 理 化 が 進 行 しつ つ あ る 。 活 字 文 化 か ら ビ ジ ュ ア ル 文 化

へ 。 経 済 的合 理 性 か ら コ ン ピュ ー タ ー的 合 理 性 へ 。 こ うい った合 理性 は永 久 に続 くの だ ろ うか?

そ れ と も こ うい っ た合 理 性 を抑 止 す る ものが いず れ の 日に か 現 れ る の だ ろ う か? そ れ は今 の

と こ ろ誰 に もわ か らな い 。
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注

(1)Mommsen,W.J.,Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920, T�ingen,2Auf1.,1974, S

 S.356-483.;0・ シ ュ タ マ ー 編,出 口 勇蔵 監訳 『ヴェ ーバ ー と現 代 社 会 学 上 』,木 鐸 社,1976,118頁

 以 下 の ハ ー バ ーマ ス の発 言 参 照 。

(2)Schmitt,C., Glossarium・Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, hg.E.F.v.Medem, Berlin,

 1991.

(3)Weber,M.,Politik als Beruf, Berlin,1Auf1.,1919, S.28鼻 の こ と。

(4)こ れ につ い て は,た と え ば シ ュ ミ ッ トの 『政 治 的 な もの の 概 念 』(初 版1932年)の1963年 版 の 序 言 で

 次 の よ う に述 べ て い る 。 「こ の著 作 は[国 家 理 性 に関 す る理 論 の発 展 の]『 最 終 到 達 点 』 と い う性 格 描

 写 に よっ て 帝 国 主 義 時 代 に関 係 づ け られ,著 者 であ る私 は マ ッ ク ス ・ヴェ ー バ ーの エ ピゴ ー ネ ン と して

 位 置 づ け られ る。 私 の諸 概 念 が 代 表 的 な帝 国 主 義 の 国 家 理論 や 国 際 法 理 論 の そ れ と ど の よ う な 関 係 に あ

 るの か は,こ の時 代 の典 型 的 な業 績 に 関す る33頁 の 註9か ら十 分 に 明 らか で あ る。 い わ ゆ る敵 概 念 の 優i

 位 とい う [私 へ の]非 難 は,一 般 に広 ま っ たが,型 に は まっ た紋 切 り型 の もの で あ る。 そ う い っ た 非 難

 は,法 概 念 の あ ら ゆ る運 動 が 弁 証 法 的 な必 然 に よ っ て否 定 か ら生 じる とい う点 を見 過 ご して い る 。 法 生

 活 や法 理 論 に否 定 が含 まれ る とい うこ とは,否 定 さ れ る もの の 『優 位 』 とは 全 く異 な る事 柄 で あ る 。 法

 的 行為 と し て の訴 訟 は,普 通,法 が否 定 さ れ る場 合 に始 め て 想 定 され う る こ とで あ る。 刑 罰 や 刑 法 が 前

 提 に す るの は犯 行 で あ っ て,単 な る行 為 で は な い。 そ の こ とが,ひ ょっ と して 犯 行 の 『肯 定 的 な 』 解 釈

 を意 味 し,犯 罪 者 の 『優 位 』 とい うこ とに で もな る の だ ろ う か?」(BP, S。14-15)。 こ こ で は 遠 回 し

 な言 い 方 なが ら,シ ュ ミ ッ ト とナ チ ズ ム お よ び シ ュ ミッ トと ヴ ェ ー バ ー の 思 想 的 関 係 を否 定 し よ う とす

 る意 図 が 窺 わ れ る。 な お,シ ュ ミ ッ トの引 用 著二作 につ い ての 略 号 に つ い て は 注(7)参 照 。

(5)正 確 に 言 う と ヒ トラ ー が 政 権 を取 っ た1933年1月 末 以 前 に 執 筆 され た著 作 を対 象 とす る。 出 版 され た

 もの が そ れ 以 後 の場 合 も対 象 に した。 ナ チズ ム の影 響 を直接 に受 け て い な い 時 代 の もの な の で,よ り鮮

 明 に シ ュ ミ ッ トの思 想 の核 を知 る こ とが 可 能 で あ ろ う。

(6)こ れ は カ ー ル ・シ ュ ミ ッ ト,服 部 平 治 ・宮 本 盛 太 郎 訳 『現 代 議 会 主義 の 精神 史 的 地 位 』,社 会 思 想社,

 1972,162頁 以 下 に所 収 され て い る。

(7)以 下 で 引 用 な い し取 り上 げ た シ ュ ミ ッ トの原 著 と,文 中で 用 い た 略号 を()で 記 して お く。 な お,

 合 わ せ て ヴ ェ ーバ ー の著 作 の略 号 もそ の後 に示 して お く。

 [Carl Schmittの 著 作]

 Uber Schuld und Schuldarten, Breslau,1910.

 Gesetz und Urteil, M�chen,1912.(GU)

 Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, T�ingen,1914.

 Theodor D舫blers�Nordlich", M�chen,1916.

 Politische Romantik,M�chen/Leipzig, IAufl.1919,2Aufl.1925.

 Die Diktatur, M�chen/Leipzig, IAufl.1921,2Auf1.1928.

 Politische Theologie, M�chen/Leipzig, IAufl.1922,2Auf1.1934.(PT)

 R�ischer Katholizismus undpolitische Form, Hellerau, IAufl.1923, M�chen,2Aufl.1925.

 (RK)

 Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, M�chen/Leipzig, IAufl.

 1923,2Auf1.1926.(DLP)

 Verfassungslehre, M�chen/Leipzig,1928.(Verfassungslehre)

 Hugo Preu/3. Sein Staatsbegriff und seine Stellung in der deutshen Staatslehre, T�ingen,

 1930.
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 Der H�er der Verfassung, T�ingen,1931.

 Legalit舩 und Legitimit舩, M�chen/Leipzig,1932.(LL)

 Z)er Begriff des Politischen, Berlin,1932.(BP)但 し,1963年 版 を利 用 。

 Politishe Theologie 17, Berlin,1970.(PT II)

 [Carl Schmittの 論 文]

 Soziologie des Souver舅it舩sbegriffes und politische Theologie, in Erinnerungsgabe f�

 Max Weber, Bd.2, hg. M. Palyi, M�chen/Leipzig,1923, SS.5-35.

 Der Begriff der modernen Demokratie in seinem Verh舁tnis zum Staatsbegriff(1924),in

 Positionen und Begriff im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939, Hamburg,1940,

 SS.19-25.

 Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie(1926),in Posi-

 tionen und Begriff im Kampf mit Weimar-Genf-Versailler 1923-1933, Hamburg,1940,SS.

 52-66.

 Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen(1929),in Der Begriff des Poli-

 tischen, Berlin,1963, SS.79-95.

 [Max Weberの 著 作 略 号]

 MWG I/15=Max Weber Gesamtausgabe, Abteilung I,Bd.15, T�ingen,1984.

 MWG II/5=Max Weber Gesamtausgabe, Abteilung II,Bd.5, T�ingen,1990.

 WG=Wirtschaft und Gesellschaft,5Auf1.,T�ingen,1980.

 WL=Gesammelte Aufs舩ze zur Wissenschaftslehre,4Auf1., T�ingen,1973.

 RSI‐Gesammelte Aufs舩ze zur Religionssoziologie, Bd.1, T�ingen,1920.

 SWG=Gesammelte Aufs舩ze zur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, T�ingen,1924.

 LASS=Gesammelte Aufs舩ze zur Soziologie und Sozialpolitik,1924.

(8)シ ュ ミ ッ トの交 遊 関係 につ い て は,和 仁 陽 『教 会 ・公 法 学 ・国 家  初 期 カー ル=シ ュ ミッ トの 公 法

 学 』,東 京 大 学 出 版 会,1990,85頁 以 下 。

(9)再 版 され た もの で重 複 す る 箇 所 は除 外 して あ る。 い ず れ にせ よ,こ の 数 字 は 暫 定 的 な数 字 で あ る。

(1◎ 該 当箇 所 を1箇 所 引 用 して お く。 なお 邦 訳 の あ る もの は,若 干 の修 正 を した 以 外 はそ の ま ま引 用 させ

 て い た だ い た。 「今 日支 配 的 な経 済 的,技 術 的 思 考 は政 治 的 理 念 な る も の を全 く感 受 す る こ と が で き な

 か っ た 。 近代 国 家 は,実 際,マ ック ス ・ヴ ェー バ ー が そ う見 る よ う に,巨 大 な経 営 と化 して い る よ う で

 あ る」(PT, S.85.田 中 ・原 田 訳 『政 治 神 学』,未 来 社,1971,85頁)。

(11) 「トー マ は,わ ず か の言 葉 で 『単 に1917年 以 降 の マ ッ ク ス ・ヴ ェ ー バ ー,フ ー ゴ ・プ ロ イ ス,そ して

 フ リー ドリ ッ ヒ ・ナ ウ マ ンの 著 作 と演 説』 に言 及 す る こ とで 事 足 り る と して い る の で あ る。 皇 帝 の 統 治

 体 制 と抗 争 し た こ れ らの ドイ ツ 自由 主 義 者 や 民 主 主 義 者 に と っ て,議 会 主 義 とは 一 体 何 を意 味 し た の で

 あ ろ うか」(DLP,2Aufl.,S.8。 服 部 ・宮 本 前 掲 訳 書,10頁)。

(iz) 「19世紀 の 君 主 制 の合 理 主 義 的,経 験 主 義 的 な 正 当 化 は,君 主 を権 力 の 区別 の 法 治 国 的 体 系 に 組 み 込

 み,君 主 制 を単 な る政 府 形 式 た らしめ,君 主 を多 か れ 少 な か れ 影 響 力 を持 つ 執 行 部 の 首 長 た ら し め る点

 に特 徴 を有 す る。 こ こ で は,基 礎 づ け は様 々 で あ るが,常 に君 主 制 の 効 用 と合 目的 性 を論 証 し よ う と し

 てい る。 そ の 典 型 的 な例 は次 の よ うな考 慮 で あ り,こ れ は す で に マ ー ブ リお よび ド ・ロ ルム の 見 解 に 見

 られ る が,マ ッ ク ス ・ヴ ェー バ ー(Grundriﾟder Sozial�onomik, Wirtschaft und Gesellschaft,

 III,S.649)に お いて も,.よ りは っ き り と述 べ られ て い る。 す な わ ち 世 襲 君 主 制 に よ り,国 家 に お け る

 最 高 の地 位 が 政 治 的 競 争 の場 か ら遠 ざけ られ,そ うす る こ と に よ り国 内 政 治 闘争 が 甚 だ し く尖 鋭 化 す る

 の を防 ぎ,そ の結 果 争 いが 緩 和 され合 理 化 され る 。 国 内 で の 最 高 の地 位 が 常 に 塞 が って い るた め,政 治

 家 の 権 力 追 求 に 限 界 が あ る か らで あ る 。 『確 固 た る規 則 に従 っ て そ の 地 位 に つ く国 王 が 単 に存 在 す る と

 い う こ と自体 に結 びつ い て い る,こ の 最 後 の,そ して 本 質 上 消 極 的 な 機 能 は,お そ ら く純 政 治 的 に 見 れ
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 ば 実 際 上 最 も重 要 な機 能 で あ る。』(マ ック ス ・ヴ ェ ー バー)」(Verfassungslehre, S。286f.。 阿 部 ・村

 上 訳 『憲 法 論 』,み す ず 書 房,1974,334頁)。

(13) 「1917年 に な っ て は じめ て ドイ ッ にお い て再 び 理 論 上 興味 が あ り,実 際 上 の成 果 を見 込 ん で 行 な わ れ

 た 議 会 主 義 の論 議 が 始 ま る(ア ン シュ ッツ の上 げ る文 献,Meyer-Ansch�, S.1027参 照)。 マ ック ス ・

 ヴ ェ ー バ ー は フ ラ ン ク フル ト新 聞 紙 上,有 名 に な っ た若 干 の 論 説(1917年5月 一6月)に お い て,一 連

 の提 案 を行 な っ た。 す なわ ち 旧憲 法9条 の廃 止(同 条 は帝 国 議 会 の議 員 の地 位 と連 邦 参 議 院 に お け る代

 表 者 の地 位 の 兼 任 規 定 を定 め,そ の結 果 帝 国 議 会 の議 員 はそ の 地 位 を失 う こ とな しに プ ロ イ セ ンの 内 閣

 総 理 大 臣,連 邦 参 議 院 にお け る代 表 者 お よ び帝 国 宰 相 となる こ と は で きな か っ た),さ ら に 帝 国 議 会 に

 調 査 権 を与 え る こ と,お よび 皇 帝 に個 入 的 な助 言 を与 え る議 員 か ら な る 国王 顧 問委 員 会 の設 立 で あ る。そ

 の 時 々 の 帝 国 議 会(す なわ ち帝 国議 会 の多 数)の 信 任 に依存 す る政 府 とい う意 味 の議 会 制 的 政 府 を マ ッ

 クス ・ヴ ェー バ ー は 当 時 要 求 せ ず,君 主 制 の廃 止 は な お さ ら の こ と要 求 しな か っ た 。 これ ら の 諸 論 説

 (1918年 に 著 書 『新 秩 序 ドイ ツ の議 会 と政 府 』 に ま とめ られ た)は ヴ ァ イマ ー ル憲 法 の 起 草 者 に 大 き な

 影 響 を 及 ぼ し,こ の 憲 法 の 国 家 理 論 上 の評 価 に とっ て,注 目 に値 す る 文献 で あ る。マ ック ス ・ヴ ェーバ ー

 が 要 求 した も の は英 国 にお け る政 治 家 的政 党 指 導 者 を模 範 とす る政 治 的指 導 者 制 で あ っ た 。 ドイ ッ の 政

 党状 態 お よ び政 党分 裂 を考 え れ ば そ の理 想 は直 ち に問 題 に な っ た。 さ ら に詳 しい 理 論 的 論 究 は そ の 難 点

 に つ い て も決 して見 損 な っ て は い な か っ た」(Verfassungslehre, S.335.阿 部 ・村 上 前 掲 訳 書,386

 頁)。

圓  「全体 と して,1890年 以 降 の ドイ ッ の教 養 あ る市 民 階層 は,そ の偉 大 な国 家 論 を新 しい 社 会 状 況 に 照

 ら して発 展 させ る こ と も,い きい き と保 持 す る こ と もな か っ た,と い って よい 。 マ ッ ク ス ・ヴ ェ ー バ ー

 が,ま さ に官 僚 と文 人 と い う2つ の特 定 の社 会 学 的類 型 を前 に して,か れ の 学 者 的冷 静 さ を失 っ て 憤 慨

 した とす れ ば,そ れ は かか る姿 勢 に対 す る もの で あ っ た と考 え られ る し,政 治 的 意 欲 と政 治 的 意 識 の あ

 らわ れ で も あ る 。 しか し,遺 憾 な が ら,そ れ は ドイ ツ知 性 の全 体 的 姿 勢 を変 え る に は い た ら な か っ た 。

 1914年 を迎 え た と き,ド イ ッ の市 民 的教 養 は 国家 論 的 関心 を ほ とん ど欠 い てい た 。 そ れ は,一 方 に お い

 て,非 政 治 的,技 術 的 な役 人 の教 養 に,他 方 に お い て,や は り非 政 治 的 で,私 的 と りわ け美 的 な 需 要 を

 当 て に して 非 現 実 的 な文 人 の教 養 に な っ て い た の で あ る」(上 原 行 雄 訳 「フ ー ゴ ・プ ロ イ ス」,長 尾 龍 一

 他 訳 『危 機 の 政 治 理 論 』,ダ イ ヤ モ ン ド社,1973,162頁)。

(15) 「マ ッ ク ス ・ヴ ェー バ ー の社 会 学 の 『この合 法 性 は,正 当 性 と し て妥 当 しう る』 とか, 『正 当 性 の 今

 日周 知 の 形 態 は,合 法 性 の信 仰 で あ る』 とか の命 題 は,同 じ よ う に理 解 さ れ るべ き もの で あ る 。 こ こ で

 は,正 当 性 と合 法性 と の両 者 が,正 当性 とい う共 通 の概 念 に還 元 され て い るが,合 法 性 は,ま さ に 正 当

 性 の 対極 を意 味 す る も の な の で あ る」(LL, S.14.田 中 ・原 田訳 『合 法 性 と正 当性 』,未 来 社,1983,

 1碩)。

(16)こ れ につ い て は依 然 と して モ ム ゼ ンの"Max Weber und die deutsche-Politik 1890-1920"(注1)

 が 基 本 的 文 献 で あ る。

働 第2の 点 に つ い て は本 稿 の 直接 の テ ー マ とせ ず,続 編 で論 究 す る予 定 で あ る。

⑯ た と え ば,Schmitt,C.,Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, S,5。;Theo-

 dor Z)舫blers,, Nordlich", S.64f.な ど を参 照 。

(19)Kr�er, K., Bemerkungen zu Carl Schmitts�R�ischer Katholizismus und politische

 Form"in Complexio Oppositorum,hg. H. Quaritsch, Berlin,1988, S.164.;Ulmen, G. L.,

 Politische Theologie und politischeﾖkonomie‐ﾜber Carl Schmitt und Max Weber in

 Ebenda, S.341ff..;Quaritsch, H.,Position und Begriffe Carl Schmitts, Berlin,1989, SS.25-35.

(20) RK, S.9, S.23.

⑳ Ulmen, ebenda, S.369.

幽 折 原 浩 『マ ッ ク ス ・ヴ ェ ー バ ー 基礎 研 究 序説 』,未 来 社,1988,21頁 以 下 。

㈱ Schmitt, c., Soziologie des Souver舅it舩sbegriffes und politische Theologie, in-E'rinne一
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 rungsgabe f� Max Weber, Bd.2,hg. M. Palyi, M�chen/Leipzig,1923, S.12.

⑳ Tommissen, P.,Bausteine zu einer wissenschaftlichen Biografie, in Complexio(7ppositio-

 rum, S.78f..

⑳ Sohm, R.,Kirchenrecht, Bd.1, Leibzig,1892, SS。4.156.

⑳ ドス トエ フ ス キ ー,原 卓 也 訳 『カ ラ マ ー ゾ フ の 兄 弟 』(上),新 潮 文 庫,1978,474頁 以 下 。

⑳ ベ ル ジ ェ ー エ フ,斉 藤 栄 治 訳 「ド ス トエ フ ス キ ー の 世 界 観 」 『ベ ル ジ ェ ー エ フ 著 作 集 』2,白 水 社,

 1960,252頁Q

⑳ ヴ ェ ー バ ー も心 情 倫 理 と責 任 倫 理 を 説 明 す る 際,ド ス トエ フ ス キ ー の 大 審 問 官 の 物 語 を 引 き 合 い に 出

 し て い る 点 は 注 目 に 値 す る 。Weber, M.,Politik als Beruf, S.59f..

(29) Kr�er, ebenda, S.160.

(30) PT, S.66.;Soziologie des Souver舅it舩sbegriffes und politische Theologie,in Erinnerungs-

 Babefzir Max Weber, S.35.;Die Diktatur, S.22.

(31)Weber, M.,Kirchen und Sekten in Nordamerika, in Max Weber Soziologie Weltgeschicht-

 liche Analysen Politik, hg. J. Winckelmann, Stuttgart,1956, S.382ff.;Die protestantischen

 Sekten und der Geist des Kapitalismus, in RSI, S.207ff..

囮 GASS, S.279ff..

⑬ 特 に 「プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 倫 理 と資 本 主 義 の 精 神 」 の 第1章 の 第3節 「ル タ ー の 天 職 観 念 」 参 照 。

 RSI, S.63ff..

図WG, S.717f.に は カ ル ヴ ィ ニ ズ ム の ア ン シ ュ タ ル ト的 国 家 形 成 に つ い て の 極 め て 簡 潔 な 描 写 が な さ

 れ て い る 。

(35)Berger, S. D.,Die Sekten und der Durchbruch in die moderne Welt, in Seminar:Religion

 und gesellschaftliche Entwicklung, hg. C. Seyfarth/W. M. Spondel, Frankfurt am Main,

 1973,S.260.

(36)佐 野 誠 「カ リ ス マ 法 制 化 へ の 道 程(二 ・完)」 『法 学 論 叢 』119巻5号,1986,61頁 以 下 。

(追記)カ ー ル ・シュ ミッ トの文献の一部 については、京都大学法 学部 の初宿正 典教授 の御好意 を得 た。

平成3年12月27日 受 理
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